
  

北九州市監査公表第２９号 

平成２０年８月１５日 

 

北九州市監査委員  大 庭 清 明  

同          大 津 雅 司   

同         城 戸 武 光 

同         山 田 征士郎   

 

 

北九州市長から、包括外部監査人の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の

通知があったので、地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、次のと

おり公表する。 

 

 

１ 外部監査の種類 

包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件  

北九州市の「保育事業の運営管理」について 

 

３ 監査の期間 

平成１９年６月２９日から平成２０年２月２６日まで 

 

４ 監査公表の時期  

平成２０年３月１９日（平成２０年監査公表第４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）保育料の収納事務に関する指摘 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 「納付誓約書・分割納付申請書」

の入手および作成ルールについて 

（子ども家庭局保育課）   

保育料が長期に滞留している場合に

は「納付誓約書・分割納付申請書」を

保護者から入手している。この「納付

誓約書・分割納付申請書」には滞納状

況、納付計画が記載されており、基本

的に各区役所の保健福祉課もしくは保

育課が作成したものを滞納者が自書押

印することで債務の承認をするもので

ある。この「納付誓約書・分割納付申

請書」は時効の中断のための資料とし

て重要であるため時効の５年が経過す

る前にすべての滞納者から漏れなく入

手することが必要である。 

平成１８年度において３ヶ月以上滞

納している先の「納付誓約書・分割納

付申請書」の作成状況を確認したとこ

ろ、現場調査を行った小倉北区役所、

小倉南区役所、戸畑区役所いずれにお

いても「納付誓約書・分割納付申請書」

を入手していない案件があった。また、

保育課においても入手していない案件

があった。 

その主な原因として考えられるのは 

、「納付誓約書・分割納付申請書」を作

成するルールが規定、要領等で定めら

れていないことである。保健福祉課を

統括する保育課においても、担当者の 

 

 

 

保育課から各区へ滞納整理票を配布

するとともに、年度当初の会議などに

おいて、保育料徴収事務について各区

とともに再確認を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

回答は「概ね３ヶ月以上滞納した保護

者に作成してもらう。」とのことであり 

、「納付誓約書・分割納付申請書」の入

手について認識が十分でなかった。 

「納付誓約書・分割納付申請書」は

時効の中断のための重要書類であるた

め、担当者はその重要性を再認識する

とともに入手のためのルール化を図

り、定期的に「保育収入未済一覧」と

「納付誓約書・分割納付申請書」を照

合し、漏れがある場合には、上級管理

者が作成を指導することなどにより、

「納付誓約書・分割納付申請書」の作

成漏れを防止することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 「納付誓約書・分割納付申請書」

の記載内容について  

（子ども家庭局保育課） 

「納付誓約書・分割納付申請書」は

作成された日付が民法第１４７条第１

項第３号の滞納者の債務の承認の日付

となるため「納付誓約書・分割納付申

請書」における作成日付の記載が必要

である。また、保育料は基本的に毎月

発生する性質であるため、滞納総額だ

けではなく、何月の保育料が滞納して

いるか分かるよう内訳の記載も必要と

なる。 

現場調査を行った小倉北区役所、小

倉南区役所、戸畑区役所の保健福祉課

および保育課において「納付誓約書・

分割納付申請書」を閲覧したところ、 

 

 

 

分納誓約書の作成について必要事項

が記載されるよう、年度当初の会議な

どにおいて、保育料徴収事務について

各区とともに再確認を行った。 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

日付の記載漏れがある、日付が鉛筆書

きである、滞納金額が総額で記載され

ている、滞納金額の記載がない、等の

ケースが見受けられた。「納付誓約書・

分割納付申請書」は入手さえすればよ

いわけではない。日付の記載漏れは時

効がいつの時点で中断するかが不明と

なり、滞納金額の総額記載、記載漏れ

のケースは滞納者がいつの保育料を承

認したか不明確であるため、時効の中

断事由である「承認」の要件を満たす

には不十分である。 

このような状況に陥っている原因と

しては、まず保育課が、現場である保

健福祉課に対して「納付誓約書・分割

納付申請書」の記載についての指導を

徹底していないことが考えられる。担

当者の異動が頻繁に行われる組織にお

いては、担当者が交代になる都度、保

健福祉課を統括する保育課が年２回行

われている担当者会議の中で、今後も、

責任をもって指導することが必要であ

る。また、「納付誓約書・分割納付申請

書」の記載のルールが規定、要領等で

定められていないことも原因の一つと

して指摘される。 

この「納付誓約書・分割納付申請書」

には滞納状況、納付計画など、債権を

回収するための重要な事項が記載され

ており、時効の中断のための資料とし

ても重要な書類である。その書類の記 

 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

載が不十分であることは、債権回収の

ための北九州市の取り組みが十分に行

われていないことを意味する。「納付誓

約書・分割納付申請書」の記載内容の

ルールを早急に整備するとともに、現

在入手されている「納付誓約書・分割

納付申請書」の記載内容の見直しが必

要である。また、規定、要領の整備後

には保育課による各区役所保健福祉課

に対する「納付誓約書・分割納付申請

書」の作成指導を徹底されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 保育料滞納者との折衝履歴につい 

 て 

（子ども家庭局保育課） 

滞納者との折衝履歴はその後の滞納

者に対する回収方針や回収計画を組織

として策定するために必要な書類であ

り、担当者の異動があった際に行われ

る引継ぎのためにも、書面でそのやり

とりを詳細に記録しておくことが必要

である。 

北九州市においては、滞納者との折

衝履歴を記録するための様式として規

則、要領等には規定されていないもの

の、「保育料滞納者指導票」を準備し、

保健福祉課長会議で滞納者との折衝履

歴を記録するために使用するように指

導が行われている。しかしながら、現

場調査を行った小倉北区役所において

は、滞納者によって別の資料の枠外に

メモ書き程度にやりとりが記載されて 

 

 

 

滞納者の氏名等を記載した滞納整理

票を各区に配布し、催告書による折衝

履歴の整理のほかに滞納整理票にも記

載するよう保育料徴収事務について各

区とともに確認を行った。なお、折衝

記録の電算化の実施について、現在関

係課とも協議を進めている。 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

いるケースや「保育料滞納者指導票」

自体作成されていないケースが見受け

られた。また、小倉南区役所、戸畑区

役所では「保育料滞納者指導票」その

ものが作成されておらず、小倉北区役

所と同様に滞納者に対する納付催告

書・分割誓約書・保護者からの納付確

認書等により代替しているのみであっ

た。 

「保育料滞納者指導票」に記録して

ある内容にしても、いつ電話したのか

が記録されているだけのものもあれ

ば、記録が数年間も途切れているもの

もあった。また、「保育料滞納者指導票」

が手書きでメモ程度に乱雑に書かれて

いるケースもあり引継ぎを困難にして

いるケースもあった。その記録内容を

見る限り折衝履歴の作成・記録が不十

分であったと言わざるを得ない。 

その主な原因としては、「保育料滞納

者指導票」の作成に関して規則、要領

等が定められていないことが考えられ

る。そのため担当者間によって記録の

仕方、記載内容等にばらつきがみられ

折衝履歴としては不十分なものがほと

んどであった。 

「保育料滞納者指導票」は滞納者ひ

とりひとりに漏れなく作成されるべき

であるし、その記載にあたっては、督

促後の催告書通知から滞納整理の実施

経過およびその後の折衝内容並びに回 

 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

収状況までの結果について、より詳細

に記述することが必要である。それを

徹底するべく「保育料滞納者指導票」

の作成に関する規則、要領を早急に整

備することが必要である。 

さらに、容易に引継ぎができるよう

手書きで記録している「保育料滞納者

指導票」を電算化することも検討され

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 不納欠損処理の起案と決裁につい 

 て 

（子ども家庭局保育課） 

不納欠損処理とは、地方税法に基づ

き、滞納者の生活困窮、居所不明など

で徴収できず、５年の時効を過ぎた保

育料を「損失」として処理する決算手

続のことである。不納欠損処理をする

際の起案用紙をチェックしたところ、

起案日時が平成１９年３月３１日にな

っており同日に決裁が行われていた。

しかし、起案用紙の添付資料である「不

納欠損対象者一覧」においては出力日

付が平成１９年４月２０日になってお

り、稟議書の起案日、決裁日、添付資

料の日付に矛盾があった。 

年度の不納欠損処理を取りまとめ、

その年度の不納欠損処理金額として決

裁を得るのは、その年度の３月３１日

である必要はなく、会計年度終了後の

４月１日から５月３１日までの出納整

理期間内に実施すればよい。事務処理 

 

 

 

添付書類の整った後に事務処理を行

った日付に修正を行った。 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

上３月３１日の日付で稟議書を起案

し、その日のうちに決裁する必要はな

く、とりまとめが完了し、資料が打ち

出される４月２０日に起案し、その後、

十分に検討したうえで決裁すればよい

のである。 

担当者に質問したところ、実際の業

務としては、取りまとめが終了するの

が４月２０日以降となり、その日以降

に稟議書に資料を添付し、検討された

うえで決裁されているということであ

るから、稟議書の起案日と決裁日は、

３月３１日ではなく、４月２０日以降

の実際に起案、決裁が行われた日付で

記載されるべきであった。また、事実

上、３月３１日には不納欠損処理を取

りまとめることは不可能であるから、

添付資料の日付よりも早い３月３１日

起案の稟議書が回付されてきた時点

で、承認者はその旨を指摘し、稟議書

の訂正などの処置が行われるべきであ

った。 

稟議制度にとっては、いつ起案され

たのか、いつ決裁されたのかも重要な

情報であるので、実際に起案、決裁が

行われた日付が適時に稟議書に記入さ

れるべきである。 

 

 

オ 不納欠損処理をしていない債権と

「納付誓約書・分割納付申請書」に

ついて 

（子ども家庭局保育課） 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

保育課では５年以上経過している債

権のうち時効の中断が行われていない

ものを不納欠損処理している。つまり、

債権が発生してから「納付誓約書・分

割納付申請書」を入手できていないも

のについて時効が成立したものとして

損失処理している。 

保育課の「保育収入未済一覧」から

５年以上経過している滞納者を抽出

し、「不納欠損対象者一覧表」において

不納欠損処理を実施していない滞納者

について、「納付誓約書・分割納付申請

書」が入手されているか調査したとこ

ろ、「納付誓約書・分割納付申請書」が

ないもの、「納付誓約書・分割納付申請

書」はあるものの滞納額内訳の記載が

されていないもの、入手された日付か

ら５年以上経過しているものが見受け

られた。 

保育課では、これらは滞納者との折

衝において、滞納額全体について分割

納付の意思を確認し、民法における債

務の承認を得ているため時効の中断事

由に該当するものとして不納欠損処理

を行っていないということであった

が、口頭の承認だけでは債務者の動向

によっては時効の中断が立証できない

ケースもありうるので、時効の中断を

立証するために、債務の承認の内容を

明確にした「納付誓約書・分割納付申

請書」を提出させるべきである。 

夜間の臨戸訪問の際などに、保育料

の徴収とともに、分納誓約書の未提出

者に対しては誓約書の提出を求めるこ

とを徹底している。 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

カ 公立保育所における保育料の領収

書書き損じの処理について  

（子ども家庭局保育課） 

保育所へ現場調査に行ったところ、

ある保育所では、保育料領収書等を書

き損じた場合に書き損じた保育料領収

書等は不正に使用できないよう保育料

領収済通知書に×印の上、押印されて

いたが、４枚複写のうちの保育料領収

書、保育料原符、保育料領収書控が切

り取られて現物が確認できない状況で

あった（シュレッターで裁断したとの

こと）。また、別の保育所では、保育料

領収済通知書に×印がされているだけ

であった。領収書の書き損じの処理に

ついては、保育料領収済通知書、保育

料領収書、保育料領収書控および保育

料原符とも一緒に綴じ込んで大きく×

印をして「書き損じ」と記載して押印

し、そのまま保存することと領収書綴

りに記載されている。 

保育料領収書等は現金受領の際の重

要な証憑であり、現場において現金着

服に利用されるおそれがある。そのた

め、書き損じの際は不正に使用できな

いよう適切に処理することが求められ

る。その処理方法について、保育所へ

の徹底が十分ではないと思われるの

で、例えば領収書綴りに記載しておく

だけでなく、規定として整備しておく

など、保育課による画一的な指導が望 

 

 

 

保育所の所長会で、現金領収帳の取

り扱いについて文書で通知し、適正な

処理を行うことについて再度徹底を行

った。 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

まれる。  

（２）資産の管理に関する指摘 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 公立直営保育所の備品管理台帳の

記載について  

（子ども家庭局保育課） 

北九州市が管轄する公立直営保育所

では、備品管理台帳において、物品を

管理しているが、この備品管理台帳を

徳力保育所および今町保育所の２公立

直営保育所において閲覧した結果、取

得価格が０円のものが多数散見され

た。この要因は、備品管理システム（平

成１６年度開始）以前の紙台帳の管理

から取得価格について漏れていたため

であり、従前から、備品の管理体制自

体に問題があったといわざるを得な

い。 

北九州市の物品管理については、物

品管理要領（昭和４９年４月１日財務

局長通知）および物品の分類範囲（昭

和３８年３月１１日訓令第１５号）に

は、例えば、１００万円以上の備品は

重要物品として別の台帳で管理するこ

とを義務付ける規定など、物品、消耗

品および重要物品についての規定があ

り、取得価格によって分類し、どのよ

うに管理すべきか定められている。 

したがって、取得価格は物品を管理

する上で重要な項目であり、取得価格 

 

 

 

保育所の物品の管理について、今後

は、備品管理台帳に取得価格を記載す

るよう各区保健福祉課（物品管理者）

に徹底した。 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

を記録しなければ、自己チェックや第

三者のチェックは不可能であるから、

これらの物品管理についての規定はい

ずれも有効に運用されたとはいえな

い。物品管理要領の制定が昭和４９年

４月 1 日であることを考慮すれば、少

なくとも昭和４９年４月１日以降に取

得した物品については取得価格まで明

確にして適切に管理されるべきであっ

たと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 公立直営保育所の物品の管理状況

について  

（子ども家庭局保育課） 

物品管理要領の「第１ 物品管理者

及び出納職員の留意すべき事項 １物

品管理者（３）」では、「所管に属する

物品は、その用途にしたがい効率的に

しようするとともに、常に関係帳簿と

照合・検査しておくこと。」と定められ

ているが、今回、実地調査した徳力保

育所および今町保育所においては、定

期的な関係帳簿（備品管理台帳）と物

品との照合・検査は行われていなかっ

た。そこで、当該保育所で、備品管理

台帳から任意にサンプルを抽出して、

現物との照合を行い、また、存在する

現物が備品管理台帳に記載されている

かどうか照合した結果、備品管理台帳

に記載あるものは、現物が存在したが、

現物が存在しているにもかかわらず備

品台帳に記載がないものが散見された 

 

 

 

今回の監査を受け、徳力保育所及び

今町保育所については、記載漏れのあ

る物品については登録を行った。   

他の保育所についても、物品管理要

領に従い、備品台帳と物品の照合・検

査を各区保健福祉課（物品管理者）で

定期的に実施し、適切に管理する様に

徹底した。 

 

 

 

 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

。（徳力保育所においては、ジャングル

ジム、すべり台、パソコン、プリンタ

ー、テレビが、今町保育所においては、

パソコン、乾燥機が備品管理台帳に記

載漏れとなっていた。） 

他の保育所でも同様の状況となって

いる可能性があるので、北九州市の物

品管理要領に従い、定期的な関係帳簿

（備品管理台帳）と物品との照合・検

査を実施し、適切に管理しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 公有財産台帳の管理について  

（子ども家庭局保育課） 

公有財産台帳をチェックしたとこ

ろ、民間認可保育所の上富野保育所の

建物が、北九州市所有の建物として記

載されていた。上富野保育所は昭和５

１年４月１日付で公設民営保育所（北

九州市設置、社会福祉法人北九州市福

祉事業団運営委託）として開所し、そ

の時点で公有財産台帳に記載されたも

のの、平成１７年４月１日付で社会福

祉法人北九州市福祉事業団に移譲され

ている。その時点で北九州市の所有で

はなくなったのだから、台帳から削除

すべきであったにもかかわらず、削除

手続が漏れていたために、その後も北

九州市所有の財産として公有財産管理

システムに登録されたままであった。 

このような公有財産の管理の不備に

ついては、定期的に公有財産管理シス 

 

 

今回の監査を受け、公有財産台帳か

ら上富野保育所の記載を削除した。 

また、他の保育所についても、この

ような不備がないか確認するととも

に、定期的に公有財産管理台帳システ

ムをチェックする様に各区保健福祉課

に徹底した。 



  

 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

テムをチェックしたり、登録や削除に

ついて二重チェックを行うことなどに

より、発見するように努められたい。

またこのようなチェックは常時、組織

的に行われるべきであるから、その旨

を規定に明記し、義務付けられたい。 

 

 

６ 監査の結果（意見）に基づく措置状況 

（１）保育事業全般に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ア 公立直営保育所の収支管理につい

て 

（子ども家庭局保育課）  

公立直営保育所においては、保育所

別の予算や収支決算書を作成しておら

ず、保育所別の収支管理が行われてい

ない。 

しかし、保育所の収入は国負担、市

負担、保護者の負担から成り立ってお

り、保育所の自助努力により収入を増

加させることは困難であるから、公立

直営保育所においても、民間認可保育

所と同様に、収支管理を行い、適切な

無理のない支出を行わなければならな

いのは当然である。 

保育所の収支管理は、無駄のない支

出が行われているかどうかだけでな

く、保育サービスの面から、当然に行

われるべき支出が行われているかどう

かをチェックするためにも必要であ

る。また、収支管理を実施しているこ 

 

 

 

平成２０年度決算より、保育所ごと

の収支計算書の作成を行っていく必要

があると考えている。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

と自体が、保育所の管理責任をもつ保

育所長や保育士に、保育サービスと収

支とのバランスについての意識を、よ

り明確に持たせることにもつながると

思われる。さらに、保育料を負担する

保護者に対しては公立直営保育所の収

支決算書を公表することも、法的には

義務付けられていなくても積極的に取

り組むべき課題である。 

現状では、保育所別に収支管理が行

われていないので、あるべき収入に対

して、適切な支出が行われているか、

把握することすら困難であるといわざ

るを得ない。公立直営保育所において

も、民間認可保育所と同様に保育所ご

との収支計算書を作成し、コスト管理

を明確にすべきである。 

 

 

イ 未入所児童の対応について  

（子ども家庭局保育課） 

保育所入所待機児童とは、調査日時

点において、入所申込が提出されてお

り、入所要件に該当しているが、入所

していないものと定義されており、北

九州市においては、平成１８年４月１

日現在、待機児童数は８人と、政令指

定都市では極めて少ない状況であり、

平成１９年３月１日現在でも待機児童

数は２２３名である。 

このように、北九州市においては、

「待機児童」の解消を重要な課題と考

え、民間認可保育所の新規開設・既存 

 

 

未入所児童への保護者アンケートに

ついては、意見にある「何故、特定の

保育所を希望するのか」に加え、 

① 引き続き入所を待つ意思がある

のか。 

② 世帯状況の変更 

など、把握する必要があると考えてい

る。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

施設の定員増・定員を超えた入所児童

の受入（定員の弾力化）などの取り組

みを計画的に進めた結果、政令指定都

市の中でも、「保育所入所待機児童」の

数が少なく一定の効果が認められる。 

しかしながら、旧定義の保育所入所

待機児童（以下、「未入所児童」と称す）

とは、「他に入所可能な保育所があるに

もかかわらず、特定の保育所を希望し、

保護者の私的な理由により待機してい

る児童」のことをいうが、北九州市の

「未入所児童」数は、平成１８年４月

１日現在２３６名、平成１９年３月１

日現在６８８名も存在している。 

北九州市においても特定の保育所の

み入所希望する場合など、その保育所

に空きができるまでの間、入所を待っ

ている児童がいることを十分に認識

し、今後の保育所の配置や受入枠の見

直しについて、必要な対応策を検討す

べきである。 

そして、「未入所児童」の問題を解消

するためには、「何故、特定の保育所を

保護者が希望するのか」について具体

的に入所待機の原因分析がなされなけ

ればならない。 

よって、「未入所児童」の保護者に対

して、「何故、特定の保育所を希望する

のか」について、アンケートをとるこ

と等により、「未入所児童」の解消問題

に反映すべきと考える。 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ウ 児童福祉施設等第三者評価事業の

体制の見直しについて 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市の第三者評価事業について

は、認可保育所に対し評価基準と実施

指針の配布、シンポジウムの開催、フ

ォローアップの研修会等の開催（予定）

をし、参加の推進を図られているとい

うことであるが、４年間で４４．６％

（１５７保育所のうち７０保育所）の

実施率である。 

これは、北九州市の第三者事業の評

価体制が、年間１５～２０保育所に限

られることも大きな要因の一つと考え

られるので、早急に、年間４０～５０

保育所が第三者評価事業に参画できる

ような評価体制の見直しが必要と考え

る。 

また、北九州市において、第三者評

価事業の体制の強化が難しいようであ

れば、第三者評価機関への評価事業の

委託化の検討も必要と考える。 

さらに、公立直営（２５保育所）・福

祉事業団（１５保育所）・民協等（１０

保育所）を除くと純粋な民間認可保育

所の実施率は１６％と極端に低くなっ

ている状況を考えると児童福祉法の制

定の趣旨からも民間認可保育所の参加

が促されるような第三者評価事業の更

なる推進策が必要と考える。 

 

 

 

平成２０年度から福岡県が福祉サー

ビス第三者評価事業を開始したのに合

わせて、今後の事業推進体制について

福岡県と協議を開始しており、評価体

制の見直しについても検討予定であ

る。 

また、民間認可保育所の参加促進に

ついては、平成１９年度以降の参加園

が全て民間認可保育所であり、参加促

進策（評価基準の配布・シンポジウム・

フォローアップ研修会）の効果が現れ

ている。 

エ 第三者評価事業の公表内容につい  



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

て 

（子ども家庭局保育課） 

第三者評価事業の公表は、「北九州市 

児童福祉施設等第三者評価事業実施指

針（保育所関係）」により、北九州市の

ホームページにおいて、「北九州市児童

福祉施設等第三者評価結果票」と「事

業者のコメント」を併せて公表してい

る。「第三者評価結果票」の評価記述は、

総合評価であり、評価対象ごとの評価

となっており、他の保育所との項目別

の詳細な比較対照ができず、第三者評

価の目的の 1 つである「サービスを利

用しようとする者に対して、適切、円

滑に利用できるよう情報の提供に努め

ること」の趣旨から考えると、開示方

法に疑問が残る。 

 また、「第三者評価結果票」は、「第

三者評価評価項目別結果票（評価項目

３８項目）」に基づいて作成されている

が、「第三者評価評価項目別結果票」は、

公表されていない。 

「第三者評価評価項目別結果票」は、

３８評価項目に対して、自己評価、委

員評価がそれぞれ「a～d」の評価を行

い、理由を記載したものである。また、

４評価対象ごとに自己評価、委員評価

がそれぞれ「a～d」の評価の集計がな

されており、４評価対象毎の評価が記

載されている。 

よって、この「第三者評価評価項目 

 

 

現在の公表内容で事業者の理解を得

ており、全認可保育所の参加が一巡し

ない段階での公表内容の変更は事業者

からの理解を得にくい。 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

別結果票」は、保育サービスを利用と

する者にとって有意義なものと考えら

れる。 

第三者評価事業の目的の 1 つである

「サービスを利用しようとする者に対

して、適切、円滑に利用できるよう情

報の提供に努めること」の趣旨から考

えると、現在の「第三者評価結果票」

と「事業者のコメント」に併せて、「北

九州市児童福祉施設等第三者評価事業 

実施指針（保育所関係）」を改正し、「第

三者評価評価項目別結果票」も公表す

べきと考える。 

 

 

オ （一般）指導監査の監査体制およ

び監査事項について 

（保健福祉局監査指導課） 

監査指導課（保健福祉局総務部）に

おいて、（一般）指導監査は行われてい

るが平成１８年度においては、実地監

査（３６法人７６施設）を５名の監査

員が延べ１５０日で実施し、併せて書

面監査（３３法人８０施設）も実施し

ている。 

実地監査は、２人～３人で、１日１

施設から２施設を監査するのが標準的

になっている。実地監査内容について、

北九州市においては、「社会福祉法人指

導監査要綱」の監査事項に基づき、独

自に「施設・運営管理（４６項目）」・「施

設・入所者処遇（３２項目）」・「法人・

運営管理（３０項目）」・「施設、法人・ 

 

 

 

現在の本市の財政状況等を勘案する

と、保育所の指導監査に係る人員等を

含む経費増を図ることは非常に困難で

ある。 

しかしながら、ご指摘のあった点を

考慮しながら、監査事項の精査等によ

り今後とも効率的・効果的な指導監査

の実施に努めていきたい。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

経理（３８項目）」に分類し、さらに細

分化している。 

北九州市の（一般）指導監査の内容

および指摘事項を含めた実施状況は、

形式的には機能していると考えるが、

以下（１）～（３）までの項目を監査

事項に含め、また、現在の監査事項の

内容をより精査に調査するために、監

査時間の増加を考えるべきである。 

（１）高齢職員（施設長も含めて）の

採用および定年制度について 

（２）職員の給与水準について 

（３）労災保険の加入の有無の把握に

ついて 

 

 

カ 施設長の嘱託者の採用について 

（保健福祉局監査指導課） 

平成１８年度社会福祉法人北九州市

保育事業協会が運営する５保育所のう

ち、施設長が嘱託者である保育所が３

施設あった。 

施設長の役割については、「社会福祉

法人の経営する社会福祉施設の長につ

いて（昭和４７年５月１７日社庶８３

号厚生省社会・児童家庭局長連名通

知）」によって、資格内容として、「健

全な心身を有し、児童福祉事業に熱意

のある者であって、できる限り児童福

祉事業の理論および実際について訓練

を受けた者」と規定されている。 

施設長の役割は、現場の保育所にと

って一番重要な役割を果たす職責であ 

 

 

施設長の資格について、法令等でも

正規、嘱託の別は問われていない。指

導の根拠がない以上指導は難しいと考

える。（また、ご指摘のあった保育所

の施設長については、全て保育所長経

験者であり、運営面においても嘱託で

ある点での支障があるとは考えていな

い。） 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

り、１年契約である嘱託者が就任すべ

き役職ではないと考える。なお、北九

州市は、施設長の役割は保育所の総

括・運営管理全般、主に予算・財産管

理、保育所の代表としての対外折衝・

諸会議出席等、職員の指導、臨時職員

等の配置、保育料納入促進・指導など

重要な職責と考えているが、正規、嘱

託の別は問われていないので、施設長

が嘱託でも問題ないとの見解であっ

た。 

 

 

キ （一般）指導監査において指摘事

項のある法人・施設の翌年度の指導

監査について 

（保健福祉局監査指導課） 

実地監査は、特に問題が認められな

い時は、２年に１回であるが、北九州

市は、比較的軽微なミス、漏れ、法令

通知の認識不足、決算書の誤りによる

ものについては、適正な法人・施設運

営の確保といった観点から「特に問題

と認められる」とまで位置づけておら

ず、書面監査によって次年度の改善状

況等を確認し、翌次年度に実地監査を

実施しているということであった。北

九州市においては、「特に問題と認めら

れる」場合を除いて、２年に１回、実

地監査を実施するということである

が、指摘事項のある法人・施設につい

ては、「特に問題と認められる」かどう

かに関係なく、翌年度、必ず実地監査 

 

 

 

 

軽微なミス等による指摘で是正改善

報告を徴し、すでに改善がなされ、次

年度書面監査においても確認できる事

項について、再度、実地監査が必要と

までは考えていない。 

また、施設の実地監査の頻度につい

ては、厚生労働省より少なくとも２年

に１度は実地とする旨指導を受けてお

り、実地監査の頻度を緩和することは

難しい。 

（しかし、厚生労働省において、監

査人意見と同様に良好な運営を行って

いる施設について、実地監査の頻度を

緩和することを検討していると聞いて

おり、その方針が示された場合には検

討したい。） 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

を実施すべきと考える。指摘事項のあ

る法人・施設について、翌年度、書面

監査よりも実地監査することによっ

て、指摘事項が是正・改善されている

ことを直接確認すべきであると考える

からである。 

また、逆に、実地監査において何も

指摘事項がない法人・施設においては、

実地監査については３年～４年に 1 度

という頻度で実施するということも必

要であると考える。指摘事項の有無に

よって法人・施設への実地監査の頻度

に「差」をつければ、結果的に法人・

施設の（一般）指導監査を受ける対応

に変化が生じ、（一般）指導監査におけ

る指摘事項が減少すると考えられるか

らである。 

 

 

ク （一般）指導監査において毎年度

同様の指摘を受ける施設・法人の対

応について 

（保健福祉局監査指導課） 

北九州市の（一般）指導監査、特に

実地監査において、２年あるいは３年

連続同じ指摘事項が繰り返されている

４法人・施設があるが、北九州市は、

改善済みであること、是正中であるこ

とから、改善命令等には、当たらない

という見解である。確かに、４法人・

施設の指摘事項について、改善命令等

には該当しない指摘事項と考えるが、

各法人・施設にそれぞれの事情はある 

 

 

 

 

指摘を受けているのは、改善までに

一定の期間を要するケースや開設後間

もなく運営体制が十分確立していない

法人・施設であり、指導監査にあたっ

ては個別の事情も考慮した柔軟かつ継

続的な指導を行っているところであ

る。（現在、全て改善済み） 

とは言え、是正改善に対する意識が

低く、法人・施設運営や利用者の処遇

に影響を及ぼす恐れのある場合には、 
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にしても公益性のある社会福祉法人・

施設が２年あるいは３年と同様な指摘

を受けることは、問題であり、２年あ

るいは３年連続同様な指摘事項を受け

た法人・施設については、別途、改善

策の入手により、厳しい指導・措置で

望む必要があると考える。 

監査人の意見のとおり改善命令等も視

野に入れたより厳しい指導を行うこと

としたい。 

ケ 社会福祉法人Ａの地上権の設定登

記の遅延について 

（保健福祉局監査指導課） 

北九州市の社会福祉法人Ａに対する

（一般）指導監査（実地監査）におい

て、社会福祉法人Ａの地上権の設定登

記の遅延については、３年連続同じ指

摘事項が繰り返されているので、より

厳しい指導が必要であった。 

北九州市の見解は、敷地を共有する

隣接寺院の計画（分筆などを伴う）に

左右されるため、是正まで一定の期間

が必要であり、条件が整い次第登記を

行うよう引き続き指導を行う方針とし

ているが、原則的には、地上権の設定

登記に関する事項は、社会福祉法人の

設立時の項目（資産の所有等）であり、

社会福祉法人の設立時の問題と考えら

れる。なお、平成１９年度の北九州市

の（一般）指導監査において、社会福

祉法人Ａは、地上権の設定登記を平成

２０年３月まで行うとの是正改善状況

報告書を提出している。 

 

 

 

法人理事会での承認を受け、司法書

士に手続きを依頼中であり、６月初め

に登記が完了する予定である。 

コ 社会福祉法人Ｂの基本財産の賃貸  
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借について 

（保健福祉局監査指導課） 

北九州市の社会福祉法人Ｂに対する

（一般）指導監査（実地監査）におい

て、社会福祉法人Ｂの基本財産の管理

については、３年連続同じ指摘事項が

繰り返されている。 

北九州市の見解は、当初退去予定で

移転先を選定していたが、適当な移転

先が見つからず是正に一定の期間を要

したものであり、現在は、所轄庁の承

認を得て基本財産の賃貸借契約を締結

済みであるとして、解決済みとしてい

る。北九州市との解決内容を見るとｓ

保育園園舎の目的外使用（基本財産の

処分）であり、園長兼理事長に、園舎

の一部を居住用に賃貸借するものであ

る。また、賃貸借内容は、以下のとお

りである。 

・契約期間は 1 年であるが、契約期

間満了後、児童の保育所への受け

入れ体制等に支障がない範囲で契

約更新するかどうかを決定する。 

・賃借料 ２９，０００円／月。 

・ 基本的に、光熱水費は使用料負担、

火災保険料は使用面積負担。 

なお、基本財産の処分（賃貸借）で

あるから、理事会での３分の２の同意

を得ているということである。 

しかしながら、賃貸先が、社会福祉

法人Ｂの理事長兼 s 保育園園長である 

 

 

保育事業の用に供していない基本財

産（園舎２階部分）については、所轄

庁（保育課）の承認を得ることにより

賃貸借は可能であり、賃料についても

近隣相場を勘案し設定された妥当な額

であり、当該保育園の園長であること、

給与額を以って合理的な理由がないと

は考えていない。 
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こと、賃貸理由が近隣で適当な住居が

見当たらないということ、月額給与が

５３７，８００円（平成１８年４月１

日）であること等を総合的に判断する

と、北九州市が社会福祉法人Ｂの基本

財産の賃貸借を認めることは妥当でな

いと考える。 

よって、北九州市は早急に、退去時

期を定めて、園長兼理事長と社会福祉

法人Ｂとの基本財産の賃貸借契約につ

いて解除の指導を行うべきと考える。 

 

 

サ 家庭支援推進保育事業に係わる根

拠資料の承認・様式の統一について 

（子ども家庭局保育課） 

家庭支援推進保育事業を実施する要

件として「平成１８年度次世代育成支

援交付金交付要綱」の（２）家庭支援

推進保育の推進②に要件が定められて

おり、「日常生活における基本的な習慣

や態度のかん養等について、家庭環境

に対する配慮など保育を行う上で、特

に配慮が必要とされる保育所入所児

童」が「入所児童の４０％以上」の保

育所であることが定められている。 

公立直営保育所においては９箇所

が、特に配慮が必要とされる児童を入

所児童の概ね４０％以上受け入れてい

る保育所であると判断され、家庭支援

推進保育事業を行っている。そこで、

当該保育所が要件に適合する保育所で

あるかどうかを検討した根拠資料を入 

 

 

 

家庭支援推進保育事業に関わる根拠

資料について、製作者と承認者を明確

にするとともに、統一書類を作成した。 
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手したところ、誰が作成し、誰が承認

をしたのかを示す証跡がなかった。ま

た、統一された様式で作成されていな

かった。この根拠資料は、国から交付

金を受けるための重要な資料であり、

作成者と別の者が内容を承認する必要

がある。その意味で、書類には作成者

と承認者が明確にされなければならな

い。また、このような重要な根拠書類

は統一された様式で作成すべきであ

る。 

 

 

シ 北九州市からの人件費の上乗せ補

助金の根拠要綱の改定について 

（子ども家庭局保育課、保健福祉局

総務課） 

「社会福祉事業団等の設立および運

営の基準について」（昭和四六年七月一

六日社庶第一二一号、各都道府県知事

あて厚生省社会・児童家庭局長連名通

知）の趣旨により、社会福祉法人北九

州市福祉事業団が設立されたため、事

業団の職員の処遇（給与、退職金等）

は、事業団を設立した地方公共団体の

職員に準ずるとなっており、北九州市

は、「北九州市民間保育所運営補助金交

付要綱」の第４条（交付額）および「北

九州市特別保育事業補助金交付要綱」

第３条（交付額）のただし書きで、「た

だし、社会福祉法人北九州市福祉事業

団の運営する保育所に対しては市長が

必要と認める額を交付するものとする 

 

 

 

 

平成２０年３月１日付で要綱改正

済。 
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。」と規定して、従前より、北九州市の

給与水準に基づく人件費等の運営費の

不足額を全額補助してきたが、平成１

７年度より、段階的な補助金額の見直

しが行われ、平成２２年度には、民間

同様の補助となる予定である。なお、

現在の民間保育所運営補助金の人件費

上乗せ金額は、平成１７年度２３９百

万円、平成１８年度２２５百万円、特

別保育事業補助金の人件費上乗せ金額

は、平成１７年度４５百万円、平成１

８年度２６百万円となっている。 

社会福祉法人北九州市福祉事業団

は、平成１９年４月の北九州市外郭団

体改善委員会の答申で、「市の関与を廃

止した上での存続（市から独立した経

営）」と提言された団体であり、北九州

市においても平成１７年４月の経営健

全化計画・第一次実施計画（平成１７

年度～平成２１年度）で、自立経営を

目指す「経営改善化計画」を着手して

おり、予定どおり計画が進んだ場合に

は、平成２２年度から人件費の上乗せ

のない民間認可保育所と同様な補助金

となると考えている。 

したがって、社会福祉法人北九州市

福祉事業団の経営改善計画の実施を確

実にするため、あるいは、北九州市外

郭団体改善委員会の答申に沿う意味で

も人件費の上乗せの根拠となっている

「北九州市民間保育所運営補助金交付 
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要綱」の第４条（交付額）および「北

九州市特別保育事業補助金交付要綱」

第３条（交付額）のただし書きで、「た

だし、社会福祉法人北九州市福祉事業

団の運営する保育所に対しては、市長

が必要と認める額を交付するものとす

る。」と規定の「ただし書き」について、

「平成２１年度まで」とするという改

定が必要と考える。 

 

 

ス 北九州市からの民間保育所運営補

助金の支給について 

（子ども家庭局保育課） 

平成１８年度における民間保育所運

営補助金の概算金額は、２９８百万円

であり、確定金額２６４百万円、差引

精算額は３３百万円である。内訳であ

る人件費上乗せ金額（要綱外経費）に

ついても概算金額２４７百万円であ

り、確定金額は２２５百万円、差引精

算額は２２百万円となっている一方、

平成１８年度における社会福祉法人北

九州市福祉事業団の保育所補助金決算

資料（物件費）を見ると民間保育所運

営補助金２９百万円含めて、８１百万

円のプラスの収支差額を計上してい

る。 

したがって、社会福祉法人北九州市

福祉事業団に対する民間保育所運営補

助金は、補助金要綱どおりの支出で、

法的には問題ないと言えるが、物件費

にプラスの収支差額が計上されている 

 

 

 

福祉事業団については、外郭団体経

営改革プランの最終報告で、今後のあ

り方について「市の関与を廃止した上

での存続」との提言があっているとこ

ろであり、保健福祉局とも協議のうえ

対応を検討する。 
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現状での人件費の上乗せに対する全額

支出については、経済合理性からと考

えると疑問である。 

確かに、北九州市の見解である、社

会福祉法人北九州市福祉事業団が運営

する施設はいずれも建築後相当の年数

を経過しており、今後、改築や大規模

修繕等に多額の経費を要することにな

るため、物件費については、経営努力

によって生じた余剰金を「積立金」と

して積み立てることを認めており、人

件費の上乗せ支出とは、別次元の問題

ということも理解はできるが、物件費

のプラスの収支差額も社会福祉法人北

九州市福祉事業団の経営努力というよ

りも人件費補助金の性格が強いと考え

られる。 

したがって、社会福祉法人北九州市

福祉事業団の保育所補助金決算資料

（物件費）における収支差額金８１百

万円か、あるいは、社会福祉法人北九

州市福祉事業団の保育事業にかかる当

期活動収支差額の８３百万円か、少な

くとも社会福祉法人北九州市福祉事業

団の保育事業にかかる当期資金収支差

額の２０百万円を人件費の上乗せ補助

金金額から削減すべきと考える。 

 

 

セ 外部監査の導入について 

（保健福祉局総務課） 

「社会福祉法人指導監査要綱」Ⅰ．

組織運営 ４．監事・監査（６．財産 

 

 

市、及び福祉事業団ともに、外部監

査の導入による法人運営の透明性の確 
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状況等の監査）の項目には、公認会計

士、税理士等による外部監査の積極的

な活用を図ることが適当であること。

特に、資産が１００億円以上もしくは

負債総額が５０億円以上又は収支決算

額が１０億円以上の法人については、

その事業規模等に鑑み、２年に１回程

度の外部監査の活用を行うことが望ま

しいものであること。これらに該当し

ない法人についても、５年に１回程度

の外部監査の活用を行うなど法人運営

の透明性の確保のための取り組みを行

うことが望ましいものであることが記

載されている。北九州市の見解は、北

九州市の出資団体である福祉事業団

は、一般監査のほか、市監査事務局に

よる財政援助団体監査を定期的に受け

ており、一定の透明性確保がなされて

いるということであった。また、社会

福祉法人北九州市福祉事業団は、「当事

業団の財産状況の監査につきまして

は、市監査指導課の一般指導監査のほ

か、市外郭団体であるため定期的に財

政援助団体監査を定期的に受けており

ます。また、現在公認会計事務所と顧

問契約を結んでおり、会計に関する疑

義が生じたときには、その都度、アド

バイスを頂いております。」とのことで

あった。 

しかしながら、北九州市の財政援助

団体監査は、外部ではなく内部の監査 

保については、十分に必要性を認識し

ている。 

しかしながら、現在、福祉事業団は、

平成２２年度以降の自立に向けた経営

改革に取り組んでいるところであり、

本部体制や財務状況が混沌としてい

る。 

福祉事業団としては、まずは、２２

年度以降の自立体制の確立を先決と

し、目処が付いた後、外部監査の導入

について検討したいとのことである。 

市としても、当面は自立体制の確立

に専念すべきと考えている。 

なお、自立体制の確立に目処が付い

た後は、速やかに外部監査の導入につ

いて検討するよう指導していきたい。 
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であり、また、公認会計士との顧問契

約はそもそも監査ではない。社会福祉

法人北九州市福祉事業団の規模を考慮

すると、法人運営の透明性確保のため

には、公認会計士等の外部監査を受け

るべきと考える。 

 

 

ソ 保育士に対する研修の義務化およ

び参加状況の管理について 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市では、保育士の研修につい

て努力義務とし、義務化はされていな

い状況にある。北九州市としては各保

育所に研修参加を奨励・指導している

だけで、個人別に、研修を受講すべき

者が実際に研修に参加しているかどう

かの実態は把握していない。 

保育士の業務は多岐にわたり、それ

を取りまく根拠法令・規則・指針等も

多い。また、保育所入所児童にとって

は幼少時の大切な時期に接するのが保

育士なのであるから、その能力、専門

的知識、技術を維持し、成長させてい

くためにも、研修の制度は不可欠であ

る。 

そこで、北九州市としては、データ

ベースなどにより、例えば、経験年数

などによって、保育士が年間に受講す

べき研修（必須研修）と参加が推奨さ

れる研修（任意研修）とが容易に把握

できるように、また、研修について受

講すべき対象者を容易に把握できるよ 

 

 

 

保育士の研修については、各保育所

の所長が研修実績・研修計画を作成(社

会福祉研修所主催・北九州市主催・北

九州市保育所連盟主催・北九州市保育

士会主催）して、計画的に受講させて

いる。 

また、保健福祉局監査指導課におい

て、研修状況についての監査が実施さ

れているとともに、保育課でも、社会

福祉研修所実施分のデータ化された研

修実績などにより、受講が少ない保育

所には指導を行っており、現行でも適

正な研修指導が実施されている。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

うにして、現状のように各保育所に研

修参加を奨励・指導するだけでなく、

受講すべき対象者に個別に研修を受講

するように奨励・指導すべきである。

そのようにして、参加すべき研修に、

参加していない保育士がいないかどう

か、他の保育士と比較して、十分に受

講すべき研修を受けていない保育士が

いないかどうか、容易にチェックでき

るようにすべきである。 

 

 

タ 公立直営保育所の臨時職員および

非常勤嘱託職員の研修について 

（子ども家庭局保育課） 

公立直営保育所に勤務する保育士の

うち、研修に参加しているのは正規職

員のみであって、現状において、臨時

職員（３５名）、非常勤嘱託職員（３７

名）が研修に参加している実績はない。 

しかしながら、非常勤の職員であっ

ても、保育士として必要な知識や技術

を養い、それを維持する必要性は正規

職員と同じであり、保育サービスに従

事する以上、ある程度の研修を受ける

必要がある。効果的な保育サービスを

推進していくためには、非常勤嘱託職

員の協力は不可欠であり、今後もその

重要性は増していくのであるから、待

遇の改善とともに、その能力の開発に

も取り組まなければならない。 

一方で、研修を受けるには費用と時

間がかかるので、研修を受けなければ 

 

 

 

全ての臨時職員・嘱託職員に研修を

受講させることが望ましいと思われる

が、受講の条件整備（例えば、委嘱期

間など）や経費の負担などの課題があ

り、検討する必要がある。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ならない条件などを決めて、その条件

に該当する職員については研修に参加

するように努めるべきである。例えば、

年間の勤務日数が一定の日数を超えた

場合や、臨時職員や非常勤嘱託職員と

しての勤務年数もしくは登録年数が一

定の年数を超えた場合などの条件が考

えられる。 

現状のように、研修にまったく参加

する実績もないまま、臨時職員や非常

勤嘱託職員を保育サービスのために雇

用するのであれば、保育サービスの低

下が懸念される。きちんと研修参加の

条件を定めれば、研修費用の増加も必

要最小限にとどめることができると思

われるので、北九州市としては、保育

サービスの維持のために臨時職員や非

常勤嘱託職員についても研修に参加す

るように求められたい。 

 

 

（２）公立保育所の民営化に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ア 公立直営保育所の更なる民営化に

よる削減について 

（子ども家庭局保育課） 

公立直営保育所の民営化に当たって

は、公立直営保育所の役割を再認識し

た上で、保育サービスの質の面および

コスト面・民営化へのプロセス面から

検討する必要があると考える。 

北九州市は、公立直営保育所の役割 

 

 

 

まずは現行の「新新北九州市保育５

か年プラン」の着実な推進を図る。そ

のうえで、公立保育所の今後のあり方

について、次期プランの中で総合的に

検討していきたい。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

について、保育水準の維持・向上、幼

保連携の推進、地域の子育て家庭支援、

保育の実証研究、家庭保育員の保育指

導等を挙げている。 

保育サービス面から、公立直営保育

所に求められるのは、単に保育に欠け

る児童を保育する施設だけではなく子

育て支援施設へと変化し、地域での子

育て支援としての役割が重要となり、

子育てに課題を持つ家庭の児童を広く

対象として保育をしていく方向性であ

ると考えられる。しかしながら、平成

１８年度における地域子育て支援セン

ター事業実施施設７箇所のうち公立直

営保育所は１箇所にすぎないのが現状

である。 

次に、保育サービス面の重要な保育

事業である特別保育事業の障害児保育

事業では公立直営保育所は８２箇所中

１６箇所のみ、延長保育事業では公立

直営保育所は１１５箇所中１箇所の

み、および一時保育事業では公立直営

保育所は４２箇所中１箇所のみであ

り、北九州市の方針とはいえ、民間認

可保育所と比較すると著しく実施状況

は悪い。 

さらに、コスト面については、公立

直営保育所と民間認可保育所の保育士

の賃金格差が著しいが、その原因は、

給与体系および保育士の年齢構成の差

であり、ほぼ同様なサービスを受けて、 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

コストに著しい差が生じるのは問題で

あると考える。 

北九州市の公立直営保育所は、「新新

北九州市保育５か年プラン」において

は、平成２１年度末には、２０箇所に

削減する計画であるが、現状の北九州

市の公立直営保育所を保育サービス

面、コスト面、公立直営保育所の役割

等を考えると公立直営保育所を２０箇

所も残す必要はなく、北九州市が公立

直営保育所の保育の実証研究の役割、

地域子育て支援センター事業実施の役

割等を考えても、概ね各区に１箇所、

合計７箇所～１０箇所で足りると考え

る。 

したがって、北九州市が平成２１年

度末までに、２０箇所に公立直営保育

所を削減する方針であるが、更なる公

立直営保育所の民営化を推し進めるべ

きと考える。試算として、７箇所の公

立直営保育所（平成１９年４月１日現

在２４箇所）を残し、１７箇所を民営

化した場合には、運営費は、北九州市

の平成２１年度末までの施策である公

立直営保育所の４箇所の民営化の削減

効果を除いても、平成１３年度～平成

１７年度の実績の平均削減金額（約２

７百万円）を参考にすると約３５１百

万円（１３箇所の更なる民営化）の削

減効果が生じると考えられる。 

なお、公立直営保育所の役割、必要 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

数、施設規模および施設配置の在り方

については、 

・子どもと家庭の直面する課題 

・地域の就学前児童数の動向 

・今後の保育ニーズの動向 

・国の保育制度をめぐる論点 

・北九州市の子育て支援施策全体の

方向性 

・公立直営保育所が地域の中で果た

してきた役割 

・公立直営保育所と民間保育所、お

よび他の子育て支援施設との役割

分担 

・公立直営保育士の身分保障の論点 

など幅広い視点から検討すべき課題で

はあるが、これらの論点については、

言及しない。 

一方、公立直営保育所の民営化につ

いては、当事者や市民に対して民営化

の意味が不明瞭なことによる不安、民

営化プロセスへの不満、民営化移行の

保育所の運営への不満などを与え、民

営化プロセスの段階で様々な問題が生

じるが、市の担当者が、当事者や市民

に対して積極的に情報公開と情報提供

を行えば、民営化プロセスの不満の問

題は解消されると考えられる。 

 

 

イ 公立直営保育所における給食調理

業務の民営化の推進について 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市における２５箇所の公立直 

 

 

 

現行の「新新北九州市保育５か年プ 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

営保育所のうち、給食調理業務委託が

民営化されているのは堂山保育所と穴

生保育所の２箇所のみであり、それ以

外は市の職員である保育所調理員が給

食調理業務を担っている。 

委託している保育所では、委託化に

よって調理業務の品質が変わることは

なく、委託するメリットとして北九州

市の説明によれば年間約７，５００千

円の経費が節約できている。 

現在、北九州市では、２箇所の保育

所のみで委託を行っているところを、

残りの２３箇所についても委託すると

すれば、年間に７，５００千円×２３

箇所＝１７２，５００千円の経費削減

が可能となる。 

北九州市としては、定員２名の欠員

を待って、欠員となった保育所で業務

の民間委託を実施する方針であるが、

給食調理業務の民間企業への委託は、

業務のサービスが低下することはな

く、年間だけでも約１７２，５００千

円の経費削減が可能なのであるから、

業務の委託を２箇所の保育所のみにと

どめるのではなく、早期に全ての公立

直営保育所で委託化されるように積極

的に推進していくべきである。 

ラン」の進捗状況や次期プランの策定

の中での公立保育所のあり方の検討状

況等を踏まえて検討する課題であると

考える。 

 

（３）保育事業の人件費に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ア 公立直営保育所と民間認可保育所  



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

との人件費比較について 

（子ども家庭局保育課） 

平成１８年度における公立直営保育

所の保育所入所児童一人当たり人件費

は１，０８５，８８５円であり、民間

認可保育所の保育所入所児童一人当た

り人件費は７５１，０１０円となり、

倍率にすれば、一人の保育所入所児童

を保育するために、公立直営保育所の

ほうが民間認可保育所よりも１．５倍

程度の多額の人件費がかかっているこ

とになる。 

原因としては、臨時職員が３４．８％

を占める民間認可保育所に対し、公立

直営保育所では正規職員のみで定数を

満たしていること、民間認可保育所に

は配置が認められていない予備保育士

として、公立直営保育所では正規職員

を配置していること、正規職員に６０

名以上の多数の過員があること、など

が挙げられる。 

民間認可保育所では運営費収入など

の一定の収入の範囲内で人件費を支出

しなければ保育所の存続にかかわる

が、公立直営保育所においては保育所

運営収入より人件費がかかっても、一

般会計が負担するのであるから、保育

所の存続には影響はない。しかし、そ

の分、市民の税金を投入することにな

るから、公立直営保育所においても、

民間認可保育所と同様に、人件費の削 

 

 

現行の「新新北九州市保育５か年プ

ラン」の進捗状況や次期プランの策定

の中での公立保育所のあり方の検討状

況等を踏まえて検討する課題であると

考える。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

減に努めるべきである。 

北九州市としては、民間認可保育所

よりも保育所入所児童一人あたり人件

費が高く、効率性の面では民間保育所

よりも劣っている状況を認識し、臨時

職員の活用、予備保育士の廃止、正規

職員の過員の解消などを促進し、民間

認可保育所と同様、効率的な保育業務

を実施するよう努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 公立直営保育所の予備保育士の加

配について 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市の公立直営保育所において

は、平成１８年４月１日時点で、予備

保育士として２５名が加配されてい

る。この予備保育士の加配は北九州市

独自の制度であり、特に法律等の根拠

があるわけではない。 

予備保育士の加配が行われているの

は、北九州市の保育所の中でも、北九

州市の公立直営保育所のみであり、北

九州市の民間認可保育所は予備保育士

の加配は認められておらず公正な処置

とは言いがたい。しかも、予備保育士

の役割は、クラス担任が休務した場合

等の代替的な役割などであり、臨時職

員でも対応は可能と思われるにもかか

わらず、人件費の高い正規職員が配置

されている。 

民間認可保育所において、限られた

人数で努力している以上、公立直営保 

 

 

 

現行の「新新北九州市保育５か年プ

ラン」の進捗状況や次期プランの策定

の中での公立保育所のあり方の検討状

況等を踏まえて検討する課題であると

考える。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

育所においても、安易に人件費の高い

正規職員を予備保育士として加配し、

その人件費を公費で負担することな

く、民間認可保育所と同様の条件で保

育士を配置するように努力すべきであ

る。「効率的な保育行政」が求められて

いる現在、北九州市の公立直営保育所

だけが、多数の正規職員を、国の基準

にもない予備保育士として配置してお

くことは合理的ではない。 

予備保育士を加配しなければ大きな

経費削減が可能となる。例えば、平成

１８年度の保育士（正規職員）の人件

費は２，２９８，４６３，４６１円で

あり、これを平成１８年４月１日の現

員数３４０名から産育病休者数３０名

を差し引いた３１０名に対して支給さ

れた人件費であると仮定すると、一人

当たり正規職員の人件費は７，４１４，

３９８円と算定できる。したがって、

２５名の予備保育士を加配しなけれ

ば、７，４１４，３９８円×２５名＝

１８５，３５９，９５０円と毎年度、

１８５百万円程度の経費削減が可能と

なる。 

北九州市としては正規職員を民間認

可保育所には認められていない予備保

育士として配置するのを止め、さらな

る保育サービスの充実のために必要な

職員の加配については臨時職員などの

活用により対応されたい。 
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ウ 正規職員の過員の解消と臨時職員

の活用について 

（子ども家庭局保育課） 

平成１８年４月１日時点では、産育

病休者数を除いた正規職員の実質過員

（配分定数より多い員数）は３２名と

なっている。「保育に欠ける」状態とな

るのは、年度の一定の時期だとは限ら

ないので、年度を通して保育所入所児

童の数は変動する。それにあわせて配

分定数も変わる。予め定数以上の正規

職員を配置しておくというのが北九州

市の見解である。 

しかし、変動する配分定数に対処す

るために、正規職員が従事する必要は

なく、民間認可保育所のように臨時職

員を雇用することで対応できる。また、

北九州市でも、正規職員に過員が発生

するようになったのは平成１７年度か

らであって、公立直営保育所を民営化

したことで余剰となった職員を他の公

立直営保育所に配置換えした結果であ

る。以前は北九州市も多くの臨時職員

を活用することによって、変動する配

分定数に対処していたのであるから、

民営化により余剰となった正規職員

を、配置基準以上に残りの公立直営保

育所に配置しておくことは経済的かつ

合理的でないことは明らかである。 

そもそも、年度中にどれだけ保育所

入所児童数が増えるのか予測すること 

 

 

 

現行の「新新北九州市保育５か年プ

ラン」の進捗状況や次期プランの策定

の中での公立保育所のあり方の検討状

況等を踏まえて検討する課題であると

考える。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

などできないから、民間認可保育所で

は臨時職員を活用して対応しているの

であり、年度中の異動がなく勤務状態

が固定的な正規職員で対応できるもの

ではない。実際に、同じ公立直営保育

所でも年度末に過員がある保育所、不

足がある保育所があり、正規職員を予

め多めに配置しておいたところで十分

に対応できるわけではないのである。 

したがって、北九州市としては、効

率的な保育行政の実現のために、変動

する配分定数に対処して、年度当初か

ら多数の正規職員を過員として抱える

ことなく、臨時職員を活用されたい。

また、保育サービスを充実させるため

に配置基準を超えて保育士を配置する

場合には、期中での人事異動などの柔

軟な対応ができない正規職員を過員と

して抱えておくのではなく、臨時職員

を活用し、保育サービスの要請に柔軟

に対応されたい。 

民営化する以前のように年度当初の

過員を解消すれば、３２名の人件費の

削減が可能である。例えば、単純な試

算であるが平成１８年度の保育士（正

規職員）の人件費は２，２９８，４６

３，４６１円であり、これを３１０名

に対して支給された人件費であると仮

定すると、一人当たり正規職員の人件

費は７，４１４，３９８円と算定でき

る。したがって、７，４１４，３９８ 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

円×３２名＝２３７，２６０，７３６

円となる。代わりに臨時職員は増加す

るので、毎月の過員状況を調査し、そ

のための費用も試算すると３６，６３

６，８２０円となる 

したがって、４月時点での正規職員

の過員を解消し、保育所入所児童の増

加に対応する保育士には、民間認可保

育所と同様に、比較的柔軟な対応が可

能な臨時職員を活用すると、単純な試

算ではあるが、２３７，２６０，７３

６円－３６，６３６，８２０円＝２０

０，６２３，９１６円と、毎年度２０

０百万円程度の経費削減効果を見込む

ことも可能である。 

先に、予備保育士の加配を廃止する

ことによる経済的効果を１８５，３５

９，９５０円と試算したので、公立直

営保育所の保育士の配置を民間認可保

育所と同様にするならば、合計で３８

５，９８３，８６６円と毎年度３８５

百万円程度の経費削減も可能と試算さ

れる。 

北九州市としては、予備保育士の廃

止や、臨時職員の活用に努め、民間認

可保育所と同様の条件で保育士を配置

するように努められたい。 

 

 

エ 公立直営保育所の民営化に伴う余

剰人員の公立直営保育所への配置に

ついて 

（子ども家庭局保育課） 

 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

保育行政の効率化のためには公立直

営保育所の民営化を推進し、人件費な

どの経費を削減していく必要がある

が、北九州市でも民営化が進められて

おり、平成１５年度から平成１８年度

までで１０箇所の公立直営保育所が民

営化されている。しかし、民営化によ

る１０５名の余剰人員のうち、定年退

職などによる２７名以外は、他の公立

直営保育所に配置換えされただけであ

り、その結果、平成１７年度より正規

職員の過員（１７名）が発生し、平成

１８年度には配分定数と比較して６２

名もの正規職員が過員となった。 

もともと、平成１４年度では３８６

名の配分定数に対して正規職員は３６

７名と、その不足数はわずか１９名で

あり、民間認可保育所の約４割を臨時

職員が占めていることと比較しても、

臨時職員を活用すれば十分に対応可能

であり、正規職員を配置換えする必要

性はなかったと判断する。 

保育行政の効率化のためには人件費

の高い公立直営保育所の民営化を促進

すべきであるが、民営化による主な効

果は経費の削減であり、その多くを占

めるのが人件費であるにもかかわら

ず、公立直営保育所を民営化すること

により余剰となった人員は、そのまま

他の公立直営保育所に配置換えしただ

けである。 

現行の「新新北九州市保育５か年プ

ラン」の進捗状況や次期プランの策定

の中での公立保育所のあり方の検討状

況等を踏まえて検討する課題であると

考える。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

北九州市としては、保育行政の効率

化のために、これからも公立直営保育

所の民営化を促進すべきであり、その

結果として得られた経費削減効果を保

育サービスの充実や保護者負担の軽減

のために利用する必要がある。しかし、

民営化のために余剰となった人員を他

の公立直営保育所に配置換えするので

は、正規職員の過員をさらに増やすだ

けであり、人件費の削減は進まない。

民営化の目的と効果が主に経費削減に

あることを再認識し、公立直営保育所

の民営化を進められたい。 

 

 

オ 正規職員より臨時職員が多く配置

されている民間認可保育所について 

（子ども家庭局保育課） 

平成１８年４月１日時点の職員一覧

表より、民間認可保育所の施設長、正

規職員、臨時職員、パート保育士の別

に、その人員数を把握したところ、正

規職員の数が臨時職員の半分以下しか

配置されていなかった民間認可保育所

が８箇所あった。全ての民間認可保育

所の平均的な正規職員の割合は６２．

６％で、それと比較しても当該保育所

における正規職員の割合が低いことが

分かる。 

現状の北九州市の考え方は、民間認

可保育所における正規職員と臨時職員

との割合は、児童福祉施設最低基準に

定めがないため、正規職員の割合が低 

 

 

 

職員に占める正規職員の割合につい

ては、児童福祉施設最低基準に定めが

ないため、民間認可保育所に対して指

導できない。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

くとも止むを得ないとの考え方である

から、正規職員の職員に占める割合が

低い場合に注目し、当該保育所におい

て、保育サービスが低下していないか

チェックするという観点では指導監査

は行われていない。しかし、何らかの

不慮の事故が起きた場合に、正規職員

が少ないことがその原因として社会的

に批判されるリスクがあることを考慮

すると、そのような観点での指導監査

は必要と思われる。 

公立直営保育所のように定数以上の

正規職員を揃えるべきではないが、保

育士の場合、保育所入所児童と直接か

つ継続的に接する業務であることを考

慮すれば、正規職員が極端に少なく臨

時職員の割合が高い保育所について

は、保育士が保育所入所児童を熟知し

ているのか、十分な経験を積みノウハ

ウを持っているのか、担任の保育士が

頻繁に変わることにより保育所入所児

童に不安を与えないか等、保育サービ

スの低下に繋がっていないか、北九州

市は指導監査を通してチェックし、必

要があれば指導を行うべきである。 

また、保育所に支給される運営費収

入や補助金はいずれの民間認可保育所

も同じ条件であり、平均的な正規職員

の割合が６２．６％であるにもかかわ

らず、ほとんどが臨時職員によって構

成されている民間認可保育所について 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

は、なぜ、正規職員ではなく臨時職員

の構成割合が高いのか、当該民間認可

保育所において、そうせざるを得ない

運営上の問題が発生していないかにつ

いても、指導監査の過程で把握してお

く必要がある。 

また、現状では、正規職員と臨時職

員の割合を強制するような法令、規定

はないので、正規職員の少ない保育所

に正規職員を増やすように北九州市が

指導することは困難な状況にあるが、

保育サービスの維持のため、北九州市

独自ではあっても全職員に対する正規

職員の最低割合を基準として設け、そ

れ以上の正規職員を確保するように指

導することについても検討されたい。 

 

 

カ 公立直営保育所の臨時職員および

非常勤嘱託職員の国民の祝日におけ

る報酬について 

（総務市民局給与課） 

北九州市においては非常勤嘱託職員

や臨時職員の任用期間が一ヶ月以上

で、かつ従事日および勤務時間が正規

職員と同様である場合、保育所の休所

日である国民の祝日についても有給と

して賃金を算定することになってい

る。 

しかし、保育所の開所日は月曜日か

ら土曜日までで、日曜日と国民の祝日

は保育所そのものが休所されており、

臨時職員や非常勤嘱託職員が保育士と 

 

 

 

 

雇用期間が１月以上で勤務日（及び

勤務時間）が正規職員とほぼ同様であ

る嘱託職員・臨時的任用職員について

は、正規職員との均衡を考慮し、国民

の祝日を有給として支給してきたもの

であり、就業要綱等にも規定している

ところである。 

この考え方は、比較的長期に雇用さ

れる嘱託員等に対し、正規職員の給与

制度とのバランスを考慮し制度化した

ものである。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

して勤務することはない。臨時職員や

非常勤嘱託職員は、基本的に勤務日数

に応じて賃金が計算されるのであり、

それは、社会通念上も一般的な賃金の

算定方法であるといえる。にもかかわ

らず、現行の制度では、任用期間が一

定期間以上ある臨時職員、非常勤嘱託

職員であれば、保育所そのものが閉所

されていて、勤務の事実がなくとも賃

金が発生してしまうことになる。 

保育所の開所日のうち、職員の希望

する特定日に有給の休暇をとる制度

は、年次有給休暇制度として設けられ

ており、それ以外に、労働そのものが

発生していない国民の祝日について

も、有給として賃金を支給する特別の

意義は認められない。 

現状では、勤務しようにも勤務でき

ない国民の祝日が職員の意図と関係な

く賃金対象となっているが、社会の動

向や経済的な実態を考慮すれば、この

ような待遇は合理的ではないと判断せ

ざるを得ない。臨時職員や非常勤嘱託

職員の待遇としては、勤務できない国

民の祝日を勤務日とみなして加算する

のではなく、実際に勤務した日数とそ

の能力（もしくはキャリア）に応じた

待遇に改めるべきである。 

 

 

キ 北九州市の保育事業に係わる職員

の出張宿泊料の定額精算について 

（総務市民局給与課） 

 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

保育事業に従事する職員の出張旅費

についてチェックしたところ、その宿

泊費については、出張した職員のほと

んどが実費を立替払いし、その後で市

に対して事後請求を行い、宿泊費とし

て１３，５００円の定額を受け取って

いた。 

北九州市は、出張旅費について定額

精算している理由として、領収書確保

の負担増に対する事務効率の悪化や、

高額領収書が提出された場合にその正

当性を検証するのが煩雑であることを

挙げている。 

しかし、１３，５００円を上限とし、

それ以下の立替払いについて実費で精

算するようにすれば、高額領収書が提

出された場合であっても正当性の検証

に煩わされることはなく、事務手続の

負担増を回避することができる。また、

宿泊代の領収書もしくは精算書はチェ

ックアウト時に必ずホテルから宿泊者

に手渡されるわけであるし、精算事務

についても、定額精算であっても実費

精算であっても、事務手続は必要なの

であるから、領収書を添付することに

よって庶務事務の負担が著しく増加す

るとは思えない。 

宿泊料については宿泊料金だけでな

く、朝食代、夕食代も含まれているが、

いかなる費用であっても、社会通念上

は領収書を入手するのは当然である。 

宿泊料は、素泊まり料金や食事代を

はじめ、不慣れな旅行地に宿泊し公務

を遂行するために要する諸費と考えら

れており、国が民間の実態を踏まえた

標準的な額として定めた額に準じて本

市も定めているものである。 

宿泊料を定額精算としている理由

は、民間の実態を踏まえた標準的な額

として決定しており、当該額について

逐一領収書により精算することは旅行

者や旅費計算事務担当者の負担を強い

るものであることから適当ではない、

という国の考えに本市も準じているも

のである。 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

現状の１３，５００円については、

それを実費精算の上限とし、精算する

には全ての費用について領収書の入手

を義務付けられたい。 

 

 

 

 

ク 北九州市職員への給与の口座振込

み推進について 

（総務市民局給与課） 

北九州市の市職員への給与の支給は

口座振込みによる方法と現金支給にす

る方法とがある。どちらを選ぶかは職

員の任意となっているが、現金支給で

あれば、そのために各人の支給額分だ

け現金を用意し、その現金を支給対象

者が勤務する部署まで持ち運び、各人

に支給するための封筒などを準備した

上で各人に手渡さなければならないか

ら、事務の手数やリスクの回避を考慮

した場合、口座振込みのほうが便利で

あることは言うまでもない。 

保育所の場合には、保育所から各区

役所まで、保育所長などが現金を受け

取りに行かなければならないので、そ

のための交通費や時間が掛かってい

る。当然のことながら、一般の交通機

関を、現金を持って移動すれば紛失そ

の他のリスクが付いて回ることにもな

る。一般的な社会情勢を考慮すれば、

そのようなリスクと事務手数を負って

まで、未だに北九州市が全体として給

与の現金支給制度を維持しなければな

らない特別な理由は存在しないと判断 

 

 

 

職員の給与は、法律又は条例により

特に認められた場合を除き、通貨で直

接職員に、その全額を支払わなければ

ならない（地方公務員法第２５条第２

項）。本市においては、現金で支払う

ことを原則とし、職員からの申出があ

った場合は、給与の全部又は一部を口

座振込の方法により支払うこととして

いる（北九州市職員の給与に関する条

例第２条第１項）。 

給与課では、安全で効率的な給与支

給を行うために、職員へ対し口座振込

への協力を再三行っているところであ

る。（２０年３月現在、口座振込率９

２．４％）。ひっ迫した財政事業等か

らも、早期に１００％の口座振込を達

成したいと考えているところである。 

なお、今回のご指摘を踏まえ、子ど

も家庭局を通して、あらためて各保育

所へ対し監査報告書の説明及び口座振

込協力の呼びかけを依頼した。 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

する。紛失その他の事件の発生を事前

に防ぎ、事務処理の簡素化を図るため

にも、組織の一員に対する給与の支給

については口座振込みに統一するのが

望ましい。 

 

（４）認可外保育施設に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ア 認可外保育施設の把握体制につい 

 て 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市が、認可外保育施設の指

導・監督の際に指針となる「認可外保

育施設指導監督の指針」の４．（１）認

可外保育施設の把握の項において、「届

出の提出を待つだけでなく、管内市町

村の協力を得て、その速やかな把握に

努めること。また消防部局、衛生部局

等の認可外保育施設を職務上把握し得

る部局との連携や地域の児童委員を活

用することも、その把握のために有効

であること」と規定しているが、現状、

北九州市においては、消防局等との具

体的な協力体制は特に行っていない状

況である。 

よって、努力規定であるが、早急に、

消防局等の他の部局との協力体制を構

築すべきと考える。 

また、「０６年度職業別デイリータウ

ンページ」（ＮＴＴ西日本）からでも北

九州市が把握していない認可外保育施 

 

 

 

今後、消防局をはじめ、関係機関と

の連携等について検討する。また、各

種の情報の活用については、これまで

も行ってきており、今後とも把握に努

める。 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

設が２施設（小倉南区、八幡西区）あ

り、このような手段も活用して把握に

努めるべきであると考える。 

 

 

 

イ 認可外保育施設のうち、届出対象

外施設の公表について 

（子ども家庭局保育課） 

認可外保育施設のうち、「小規模保育

施設」「事業所内保育施設」等について

は、届出対象外施設であるが、運営に

当たっては、「認可外保育施設指導監督

の指針」および「認可外保育施設指導

監督基準」によることが求められてい

る。 

北九州市においては、児童福祉法第

５９条の２の５は、同法第５９条の２

第１項に規定する施設、すなわち「届

出対象施設」の設置者は、毎年、施設

の運営状況を市長（政令指定都市の場

合）に報告しなければならないと規定

するとともに、市長は、児童福祉のた

めに必要と認められる事項を取りまと

め公表するものとする、としているた

め、「届出対象施設」のみホームページ

等で公表しているということである。 

しかしながら、届出対象外施設であ

る「小規模保育施設」「事業所内保育施

設」等についても北九州市が把握して

いるのであるから、北九州市のホーム

ページ等で公表すべきと考える。 

 

 

 

児童福祉法第５９条の２の５は、「届

出対象施設」について規定している。

利用者が５人以下の小規模施設や、従

業員に限定される事業所内保育施設と

いった「届出対象外施設」については

公表の対象とされていない。 

 

ウ 認可外保育施設の保険の加入状況

について 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

（子ども家庭局保育課） 

認可外保育施設については、「認可外

保育施設指導監督の指針」および「認

可外保育施設指導監督基準」（平成１３

年３月２９日付、雇児発第１７７号）

において、指導監督の基準が示されて

いるが、保険加入は任意とされている。 

北九州市が、平成１８年度において、

届出対象外の認可外保育施設も含め、

入手している「運営状況報告書」を閲

覧すると３６の届出対象施設のうち、

８施設が、賠償責任保険（傷害保険は

加入）には加入しておらず、死亡事故

があった「中井保育園」にあっては、

「運営状況報告書」の記載には、保険

の加入の有無については検討中と記載

されていた。 

保育施設の運営維持にあっては、保

険、特に賠償責任保険に加入すること

は、児童や保護者に対して最低限の義

務と考えられ、認可外保育施設の指

導・監督の際に指針となる「認可外保

育施設指導監督の指針」および「認可

外保育施設指導監督基準」において、

保険加入が任意であると規定されてい

るにしても、北九州市においては、強

制加入が無理であれば、少なくとも保

険加入の推進を強化すべきと考える。 

 

平成１９年度の立入調査から保険未

加入の施設には加入を勧めている。 

エ 認可外保育施設の立入調査結果の

公表について 

（子ども家庭局保育課） 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

平成１８年度、北九州市は、児童福

祉法第５９条第１項に基づき、３６の

認可外保育施設に対し立入調査を行っ

たが、以下の指摘事項があった。 

・文書指摘事項１６施設、延べ３８

件（平成１７年度２１施設、延べ

９５件） 

（主な文書指摘事項） 

・契約乳幼児の在籍時間帯に保育従

事者が、1 人勤務の時間帯がある。 

・主たる開所時間において月極契約

乳幼児数に対して、保育従事者が

不足している。 

・防火管理者の選任・届出をしてい

ない。 

・非常、災害に対する具体的な計画

（消防計画）を作成、届出をして

いない。  

・保育所保育指針を踏まえた保育計

画が作成されていない。 

・口頭指摘事項２０施設、延べ５５

件（平成１７年度２７施設、延べ

９２件） 

（主な口頭指摘事項） 

・保育所保育指針を踏まえた年間保

育計画が作成されていない。 

・保育室の危険物防止に対する十分

な配慮がなされていない。 

・緊急避難用設備の活用が不十分。 

・サービス利用者に対する契約の書

面による交付内容が不十分。 

平成１９年度の立入調査結果から

は、内容を精査したうえホームページ

で公表することとしている。 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

以上のように、指摘事項の内容につ

いては、認可外保育施設を利用しよう

とする保護者に開示すべき重要な情報

が多く含まれており、早急に、北九州

市のホームページで公表すべきと考え

る。 

なお、北九州市は、「認可外保育施設

の立入調査の指摘事項の公表に関し、

法人の権利利益を害するおそれがある

ため公開をしておりませんでしたが、

児童が死亡するという重大な事故を受

け、今後は、市民に対する適切な情報

提供を行うことを検討しており、その

中で、指摘内容に関する公開も検討し

ていくこととしています」との見解で

あった。 

 

 

オ 認可外保育施設における指導監督

の限界について 

（子ども家庭局保育課） 

平成１８年度の立入調査は、平成１

９年１月１２日から２月７日までの１

５日間に、調査員２人～３人で３６施

設を実施している。調査員２人～３人

で、１日２施設から３施設の調査を実

施していることになる。立入調査の結

果を見る限り、立入調査の内容は、「認

可外保育施設指導監督の指針」および

「認可外保育施設指導監督基準」から

見て十分と考えられるが、認可保育所

との監査時間の比較や長期滞在児の問

題等を考慮すると、調査時間の制約か 

 

 

 

平成１９年度以降は、保育指導専門

員を配置し、指導監督体制を強化する

とともに、１施設当たりの調査時間を

長くすることにより、きめ細やかな調

査を行っている。また、調査は年１回

に限らず、必要に応じ、随時行うこと

としている。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ら調査が形式で終わっているのではな

いかと懸念される。 

したがって、たとえば、１施設２人

～３人で、１日実施するというように、

立入調査の１施設当たりの時間を増加

すべきと考える。 

 

カ 認可外保育施設の利用者等のアン

ケート調査実施について 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市においては、平成１２年８

月の「保育に関する意識・実態調査」

報告書（平成１１年３月調査)におい

て、認可外保育施設および利用者につ

いてアンケートの実施結果も併せて報

告している。 

しかしながら、認可外保育施設に関

しては、平成１１年３月以来調査は実

施されていないが、現状の認可外保育

施設において、死亡事故および長期滞

在児の問題が発生している状況を踏ま

えると、たとえ北九州市が保育の施策

は認可保育所を中核として実施してい

く方針であっても、認可外保育施設の

利用者（児童の保護者）の属性、認可

外保育施設を利用する理由や利用者の

保育ニーズ等を把握することが、今後

の北九州市の保育施策および認可外保

育施設の施策に必要と考えられる。 

また、アンケート調査の内容につい

ては、平成１１年３月の調査内容より、

更なる詳細な以下のようなアンケート 

 

 

 

今後、本市の保育計画等を策定する

際に、実施について検討する。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

調査が必要と考える。 

（１）保育所の選定について 

選定理由、認定の重視、情報入手

方法、認可保育所との比較、比較

して選んだ理由、認可外保育施設

の利用経験の有無 

（２）利用状況について  

入所開始時期、入所開始年齢、１

日当たり平均利用時間、利用人数

１人当たり月額利用料、世帯当た

り月額利用料、送迎者、利用して

いるサービス内容 

（３）満足度と要望 

満足している点、全体的な満足度、

今後の要望、充実してほしいサー

ビス 

（４）回答者属性 

回答者性別、回答者年齢、世帯構

成、両親の勤務状況・勤務形態・

残業時間・通勤時間・世帯収入、

子どもの数 

（５）今後の利用など 

認可保育所の待機経験、認可保育

所の申込の有無、幼保一体化施設

利用意向、卒園・退園後の進路 

 

 

キ 認可外保育施設に通う保育に欠け

る児童の対応について 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市では、保育に欠ける児童は、

保育サービス提供の安定的確保、質の

確保という観点から認可保育所で保育 

 

 

 

本市は、保育に欠ける児童は認可保

育所で保育することを基本とし保育所

の整備、充実に努めてきた。認可外保 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

することを基本としながら、認可外保

育施設についても施設を利用する児童

の健全な育成を図る観点から、①保育

や調理業務に従事する職員の健康診断

に要する費用の一部補助、②財団法人

福岡県地域福祉財団との共催による研

修の開催を行っている。 

また、平成１９年度からは、これら

の支援に加えて新たに、児童の健康診

断に要する費用の一部補助を行ってい

る。 

一方、認可外保育施設についてもそ

の利用に公費負担されるべきという議

論があるが、 

（１）保育所利用への公費負担は、「保

育に欠ける児童を保育する」とい

うことが根拠になっていること。 

（２）公費負担を行おうとする認可外

保育施設に公費を負担する根拠と

なる基準が存在しないこと。 

（３）認可外保育施設には法的拘束力

が著しく弱いこと。 

から、認可外保育施設の利用には公

費負担は適当でないと包括外部監査人

も考える。 

しかしながら、現実には、平成１８

年度の認可外保育施設の利用者数は北

九州市が把握している届出対象外施設

も含め１，１０２名であり、認可外保

育施設を利用せざるを得ない利用者も

いる訳であるから、公的助成の対象と 

育施設に対しては、今後とも利用児童

の健全な育成を図る観点からの支援を

行う。 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

なっている認可保育所と認可外保育施

設では、１人当たりの公的助成金額に

大きな差があることについては、やは

り、できる限り格差を是正する必要が

あると考える。 

よって、北九州市においては、今後、

このような視点に立って、認可外保育

施設への補助金ではなく認可外保育施

設の利用者への補助金等、何らかの手

段によって、認可保育所利用者との格

差是正の対策を検討すべき時期に至っ

ていると考える。 

特に、「保育に欠ける児童」で、認可

外保育施設を利用せざるを得ない利用

者については、北九州市においても利

用人数を把握し、認可外保育施設を利

用している「保育に欠ける児童」につ

いては、補助金等の対策を検討すべき

と考える。 

 

 

（５）指定管理者制度に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ア 指定管理者の応募期間について 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市では保育所に指定管理者制

度を導入するに当たって、全て同時期

に導入することとし、以下のような日

程で募集が行われている。 

募集開始の２週間前にホームページ

で募集開始の案内開示。 

平成１７年７月２９日募集開始 

 

 

平成２０年４月から、北九州市指定

管理者制度ガイドラインに基づき、公

募期間を３ヶ月程度確保することとな

った。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

平成１７年８月２２日受付開始 

平成１７年８月３１日募集締め切り 

平成１７年９月２２日～２３日選定

委員会において審査のうえ、候補者

を選定 

指定管理者を公募する目的は、複数

の応募により、競争原理を働かせ、費

用の面でもサービスの面でも向上を図

ることにある。しかし、結果的に指定

管理者に応募してきた団体が１団体し

かなかった施設が８施設中５施設もあ

った。しかも応募してきた５施設の団

体は、いずれも以前より運営委託を行

ってきた団体であるから、結果的に、

競争原理が働くこともなく、他団体と

の比較を行うことができなかったの

で、指定管理者を公募したことによる

効果は、十分に発揮されなかったとい

える。説明会には複数の団体が参加し

ているのであるから、指定管理者制度

自体が興味をもたれなかったわけでは

なく、準備期間が足りなかったことも

応募しなかった一つの要因として考え

られる。指定管理者に応募するために

は大量の申請書類を準備するための期

間が必要であり、指定管理者制度が初

めての導入であることを考慮すれば、

募集から締め切りまでを 1 ヶ月程度に

限定するのではなく、さらに応募団体

を募るために、募集期間を一定期間延

長するか、それが時期的に困難であれ 

 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ば、もっと早期に募集を開始して、締

め切りまでの期間を少なくとも３ヵ月

程度にするよう努力すべきであったと

考える。 

 

 

 

 

イ 指定管理者の選定における評価指

標の改善について 

（子ども家庭局保育課） 

①評価における加算方式の改善 

指定管理者の選定において、「良好な

運営実績」を、過去３ヵ年の施設監査

の結果に基づいて評価している。具体

的には、要改善事項の有無やその改善

状況を考慮しているが、結果として、

業務についての経験が十分にある協会

とＡ団体は評価点数が付いていたが、

社会福祉事業を運営したことがないＢ

団体はそもそもそのような要改善事項

があるはずもないところ、点数はゼロ

となっていた。ゼロの評価は「要改善

事項が現在も改善されていない。」場合

に付けられるもので、経験が無いだけ

で「要改善事項が現在も改善されてい

ない。」団体と同様にゼロ評価されるべ

きではないと考える。 

これは、評価が加算方式になってい

るために発生する弊害であり、経験の

無い団体が指定管理者として応募して

も、「業務についての経験」（５点満点）

と「良好な運営実績」（５点満点）の評

価がゼロ点になるのであるから、指定

管理者に選定される可能性は限りなく 

 

 

 

平成２０年４月から、北九州市指定

管理者制度ガイドライン（選定マニュ

アル）に基づき、より適切な評価基準

の作成を行うこととなった。 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

低くなる。 

このような場合、加算方式にするの

ではなく、例えば経験の無い団体の場

合、ゼロ評価とし、要改善事項がない

もしくは改善されている場合はプラス

評価を、要改善事項が有りもしくは改

善されていない場合はマイナス評価に

するなど、工夫すべきであった。 

②安定的な運営基盤の評価方法の改 

 善 

「安定的な運営基盤」を評価する上

で、北九州市は団体の安定性を流動資

産の金額に求めている。すなわち、貸

借対照表の流動資産から流動負債を差

し引き、その金額が運営費月額の何ヶ

月分あるかで評価するものである。３

ヶ月以上であれば満点、２ヶ月、１ヶ

月で１点ずつ減点され、それ以外はゼ

ロ評価されることになっている。 

北九州市の評価方法は流動性を絶対

額のみで捉えていることに問題があ

る。一般的に、規模が大きな団体であ

ればあるほど、施設の毎月の運営費を

賄うことは容易になるし、本当に経営

基盤に問題があり、倒産する危険性の

ある団体にとっては、キャッシュフロ

ーを確保できているかが緊急の課題で

あるからである。また、流動負債を固

定負債として表示した場合や、流動負

債ではあっても実質は固定負債である

場合も想定されることを考慮すれば、 
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流動資産から流動負債を引いただけ

で、その団体が安定的かどうかを判断

するには不十分である。 

団体の経営基盤を評価するならば、

流動資産から流動負債を差し引いた金

額だけでなく、流動比率を使用するこ

と、また、流動資産と流動負債のみで

安定性を評価するのではなく、自己資

本比率や、キャッシュフロー金額など

の指標も使用することを考慮すべきで

ある。 

 

 

ウ 選定項目である「経費についての

評価」について 

（子ども家庭局保育課） 

選定項目である「経費についての評

価」は、応募団体等からの運営経費提

案額と北九州市の算定した予定価格と

の差額を対象として行われている。ポ

イントとしては「経費削減効果」とな

っており、北九州市の算定する予定価

格よりも、応募団体等からの提案額が

どれだけ経費削減効果を有しているか

を評価すべきであるにもかかわらず、

実際の評価点計算方式では、いずれも

北九州市が算定する予定価格よりも、

応募団体からの運営経費が多くなるこ

とを前提としており、経費低減効果を

評価するための計算式としては意味を

なしていなかった。 

応募金額を比較してみると、指定管

理者となった団体の提案価格は北九州 

 

 

 

平成２０年４月から、北九州市指定

管理者制度ガイドライン（選定マニュ

アル）に基づき、より適切な評価基準

の作成を行うこととなった。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

市の予定価格よりもわずかに１，８２

４千円少ないだけであったが、Ａ団体

は予定価格よりも１４，１３０千円、

Ｂ団体は予定価格よりも５，４７６千

円少ない運営経費を提案してきてい

る。予定価格よりも少ないということ

は、その分、もしもＡ団体もしくはＢ

団体を指定管理者とすれば、北九州市

が提示する北九州市独自の補助金を削

減できることになる。北九州市独自の

補助金であるから、それを削減するこ

とがそのまま保育サービスの悪化に繋

がることはないし、提案する団体の自

主的な経費削減努力の範囲内である。

したがって、経費についての評価対象

とすべきであるにもかかわらず、まっ

たく評価されることなく、点数はいず

れの団体も同じであった。  

北九州市としては、最初から予定価

格よりも応募団体からの提案価格が高

いという状況を前提として評価してい

るが、それでは、「経費削減効果」とい

うポイントの評価としては不適切であ

り、「経費についての評価」が十分にな

されなかったと判断せざるを得ない。

保育サービスを維持するために必要な

①保育単価（基本分）と②保育単価（民

改費分）を最低金額として、最低金額

よりも高く、予定価格よりも低い提案

価格については「経費削減効果」があ

るとして、評価対象とすべきであった。 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

エ 指定管理者選定委員会の議事録作

成および公表について 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市では、指定管理者の選定に

おいて、その選定結果だけをホームペ

ージで公表しているが、評価点数と、

選定業者への総合的な評価が記載され

ているのみで、外部の第三者からはな

ぜ当該業者が選定されたのか、その具

体的な理由と過程を知ることはできな

い。 

保育所の指定管理者を選定するのは

選定委員会のみの権限であって、限ら

れた人員と時間で、慎重な議論と十分

な検討を行った上で、公正な選定を行

わなければならない。指定管理業者の

場合、その選定ポイントは、経費の面

はもちろん、サービスの評価の面にも

及び、保育業務についての知識がある

か、組織として安定的な運用が可能か、

安全管理、事故防止対策は十分か、個

人情報の保護管理は十分か、など、主

なポイントだけでも多岐にわたってい

る。 

これらの多岐にわたるポイントを、

限られた人員と限られた時間（今回は

すべての案件を２日間で検討し、選定

している。）で慎重かつ十分に検討した

か、その結果として公正な選定が行わ

れたのか、選定の過程を明らかにしな

いまま、その結果をホームページで公 

 

 

 

指定管理者候補選定マニュアルに基

づき、選定結果の公表を行う。 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

表するだけでは、情報公開の面で不十

分であるといわざるを得ない。 

選定委員会で議事録を作成し、その

選定過程を明確にして公表するか、も

しくは、現在作成されている、選定基

準別の採点結果や評価の理由などを応

募団体別に記載した「運営主体の評価」

資料を公開することにより、外部の第

三者からも、その評価過程を十分に把

握できるように図られたい。 

 

 

オ 指定管理者制度導入に当たっての

保護者に対する事前アナウンスにつ

いて 

（子ども家庭局保育課） 

保育事業という業務の特殊性から考

えれば、運営団体がいきなり変更する

ことは難しいと思われる。しかし、指

定管理者の導入に当たって、北九州市

では保護者に対して運営団体が変更に

なり、保育士が代わる可能性がある旨

の説明会を特に行っていない。保育所

において民間委託や指定管理者制度の

導入により運営団体、保育士が代わり、

保護者からクレームが来たという事例

も数多くみられ、保護者の理解を得る

ことが第一であったと考えられる。北

九州市では事後的に指定管理者が決定

してから保護者に対して説明を行う予

定であったことや、全ての保育所で以

前からの運営団体が指定管理者となっ

たため保護者説明会を行わなかったこ 

 

 

 

 

今後の導入にあたっては、保護者に

不安を与えないよう保護者に対する説

明を行っていくこととしている。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

とからすれば、当初から運営法人の変

更がないことが前提の指定管理者制度

の導入であったのではないかとも思わ

れかねない。保育所に関する指定管理

者の導入に当たって、北九州市では事

前に保護者に対して十分な説明を行う

必要があったと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

カ 指定管理者選定委員会の委員の利

害関係について 

（子ども家庭局保育課） 

八幡東さくら保育所の指定管理者と

して、社会福祉法人北九州市福祉事業

団が選定された当時、保健福祉局総務

部長が、選定当事者である選定委員と

被選定者である事業団の監事を兼任し

ており、その選定作業にも加わってい

た。社会福祉法人北九州市福祉事業団

は北九州市の外郭団体（北九州市の１

００％出資団体）であり、その業務を

監査するために監事を置くことが義務

付けられており、この監事は、財務管

理、経営管理、法人の事務・業務の運

営に関して優れた識見を有する者で、

公正な立場に立って監査を行う義務を

負っている。したがって、公正な立場

であるべき監事が、指定管理者の選定

委員として、自らが監事を務める社会

福祉法人北九州市福祉事業団の選定作

業に加わるべきではなかったと考え

る。 

本来、北九州市は北九州市方式の指 

 

 

 

北九州市指定管理者選定委員会の設

置及び運営に関する要綱に基づき、委

員の人選を行う。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

定管理者制度として「公平性を確保す

るために基本的に外部の委員で組織す

る選定委員会を設置し、選定審査を行

う」ことを謳っているのだから、保健

福祉局の重職にある総務部長を選定委

員とすること自体、避けるべきであっ

たし、止むを得ず選定委員とする場合

であっても、外部からの疑念を招かな

いように、自らが監事を務める福祉事

業団の選定作業に加わるべきではなか

った。 

この問題は、行政職員に限ったもの

ではない。行政職員はもちろん、民間

からの選定委員であっても、選定委員

の選考の際には、利害関係の調査を行

い、選定対象となる企業や団体の役員

を選定委員としないように配慮すべき

である。また、万が一、選定委員が役

員を務める団体が選定対象に含まれて

いる場合には、その選定作業には参加

しないようにすべきであり、その旨を

規定等で明文化しておく必要がある。 

選定委員は、公正な判断ができる人

物であるだけでなく、外部の第三者が

見て、公正な判断ができないのではな

いかとの疑いを招くような人物ではな

いことが条件となる。保育所の他、多

数の社会福祉施設を運営する社会福祉

法人北九州市福祉事業団の監事を、選

定委員に選考すること自体、北九州市

において利害関係のチェックが不十分 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

であったと判断せざるを得ない。行政

職員を選定委員に選定する場合、その

専門的知識の有効性を考慮する一方

で、外部の第三者から利害関係に疑問

をもたれる可能性が無いかどうかも慎

重に考慮すべきである。 

 

 

 

 

 

（６）契約に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ア 委託契約（随意契約）に関する公

正な競争の確保について 

（子ども家庭局保育課） 

随意契約が認められる少額の契約に

ついては、まず特定の一業者より参考

見積書を入手して予定価格を算定し、

その後予定価格算定のために参考見積

書を入手した業者と別の業者から再度

見積書を徴求し、いずれか価格が最低

の者を契約の相手方として選定するこ

ととなっている。そこで、平成１８年

度の「保育所の統廃合（建設・設備）

事業」に関する随意契約（特命随意契

約除く）１６件をチェックしたところ、 

Ａ） 予定価格算定のため見積書を入

手した業者にて契約が成立 

Ｂ） 予定価格算定のための見積書の

日付と契約日が同一日 

という契約があった。 

まず、Ａ）のケースについては、チ

ェックした契約件数１４件のうち全て

の契約で、最初の予定価格算定のため 

 

 

 

今後の契約分は、指摘事項に基づき

適正な処理を行う様に徹底した。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

に参考見積書を入手した業者が、その

後の相見積もりにもかかわらず、もっ

とも金額の低い業者となって、全ての

契約で契約の相手先になっており、相

見積もりによる競争原理が公正に働い

ていないと判断せざるを得ない。 

北九州市としては、結果的に、全て

の契約において参考見積書を徴収した

業者がそのまま契約業者となっている

事実を認識するとともに、市として見

積書を入手する業者の選定が適切に行

われているか、その原因内容を調査す

べきであったといえる。 

また、Ｂ）のケースについては、通

常の取引において、見積書を入手し内

容を吟味するとともに契約を締結する

までには一定期間必要なのが通常であ

る。見積書と契約日が同一日といった

ケースは通常の取引においては考えに

くく、契約の内容について、十分なチ

ェックが行われたとは言いがたい。 

また、見積書の明細項目が金額を除

き、一言一句同じものが散見されたこ

とについても、契約内容のチェックが

十分ではなかった証拠である。見積書

の内容については、業者が契約内容に

応じて個々に作成するものであり、明

細項目等似ているものはあっても全く

同じ見積書が提出されるのは不自然で

ある。 

市の担当部署は、以上の事実につい 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

て疑問を持つとともに、業者間での談

合を疑わせる可能性が無いか、問題意

識を抱くべきであったといえる。 

もし、そのような意識すら抱かなか

ったとすれば、市のチェック体制の不

備であるといえよう。 

 

 

 

 

 

 

イ 給食調理業務委託の指名競争入札

参加制限について 

（子ども家庭局保育課） 

公立直営保育所のうち、穴生保育所

と堂山保育所では給食調理業務の委託

が行われている。 

委託先の決定のために、指名競争入

札が行われているが、「北九州市立堂山

保育所給食調理業務委託契約に係る指

名競争入札の実施について」の入札方

針には、「同日に先行して行われる「北

九州市立穴生保育所給食調理業務」で

の落札者はこの入札への参加を辞退す

るものとする」との規定が設けられて

おり、一方の調理業務を落札した業者

が、もう一方の調理業務の入札に参加

できないことになっている。結果とし

て、北九州市立堂山保育所給食調理業

務の落札金額は、北九州市立穴生保育

所給食調理業務の落札金額よりも、割

高となってしまった。 

もしも、落札者が契約を履行しない、

もしくはできない場合には、連帯保証

人に契約を履行させればいいし、入札

参加業者のうち２社は、すでに複数の 

 

 

 

平成２１年度入札分からは、他の契

約で落札した業者に対しても、次の入

札に参加できるように改めることとし

た。 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

民間保育所から給食調理業務を受託し

ている業者であるから、他の契約と比

較して給食調理業務委託契約が特別に

リスクの高い契約というわけでもな

い。競争入札の意義を考慮すれば、他

の契約で低い入札価格を提示した業者

を排除して競争原理を制限するのでは

なく、公正な競争を図るためには他の

契約を落札した業者も含めて入札をす

べきであった。 

指名競争入札は発注者側が入札参加

業者を指名するのであるから、既に、

その時点で競争に制限を加えているこ

とになる。そうして発注者側が指名し

た業者の入札に、さらに不要な制限を

設けることを認めれば、競争入札に特

定の業者の落札可能性を高めたいとの

不正な意図が入り込むことにもなりか

ねない。指名競争入札は一定の条件の

下で認められた、例外的な入札方法で

あることを再認識し、他の契約で落札

した業者を入札から排除するといった

不要な制限を設けることなく、公正な

競争が行われるように図られたい。 

 

 

ウ 給食調理業務委託の予定価格の積

算について 

（子ども家庭局保育課） 

競争入札にとって、予定価格は重要

な要素であり、落札価格が妥当な金額

かどうかを判断する重要な基準であ

る。適切な競争入札を行うためには、 

 

 

 

平成２０年度の契約分より予定価格

の積算については、直接費用や諸経費

から算定を行った。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

明らかな算定根拠のもと、業務にかか

る費用を具体的に積み上げて予定価格

を適切に算定しなければならない。 

しかし、給食調理業務委託の予定価

格は、毎月の委託料を基準として積算

されているが、毎月の委託料は、今ま

での実績から概ね必要と思われる金額

であって、委託業務内容を具体的に考

慮して積算している訳ではない。 

受託業者負担となっている費用は、

いずれも給食調理業務に欠かせない重

要な費用であり、単に過去の実績から

推定される月額を基準として年間委託

料を見積もるだけでは、これらの費用

が、それぞれどの程度かかると見積も

られているのかまったく不明であり、

適切な予定価格が決定されたとはいえ

ない。 

どの委託契約でも行われているよう

に、予定価格の積算を行うには、委託

業務の内容を考慮し、受託業者負担区

分の費用が年間でどれくらいの費用が

かかるのか、具体的な根拠を示して積

算し、人件費や研修費や健康診断費と

いった、いわゆる直接費用を算定しな

ければならない。その上で、直接費用

に対して何％かを掛けることによっ

て、事務所管理費や営業所経費などの

間接的な費用を積算し、北九州市とし

て、業者による落札価格が妥当な金額

かどうか判断するための基準となりう 

 

 

 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

る適切な予定価格を算定されたい。  

（７）保育料の収納事務に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ア 保育料の徴収方法について 

（子ども家庭局保育課） 

保育料の徴収は口座振替のほか金融

機関への振込、区役所への持込による

方法が認められている。口座振替なら

ば、自動的に引き落とされるので、保

育料の未納を予防する効果があるが、

金融機関への振込や区役所への持込で

は納付忘れにより未納となる場合があ

る。そのため、保育料の未納を防止す

るためにも保育料の徴収は口座振替に

て行うことが望まれる。平成１８年度

における北九州市全体の口座振替を利

用している率は７９．３％であった。

この数字は全１７の政令指定都市と比

較しても１３番目の利用率であること

を鑑みると口座振替利用率の向上の余

地は十分にあると考えられる。 

口座振替による納付は、安定した歳

入の確保と徴収コストの削減につなが

るため、窓口での口座振替の利用への

呼びかけ等を今後も積極的に実施すべ

きである。他の政令指令都市では利用

率９０％程度の都市もあることを考慮

し、例えば９０％程度を目標とするな

ど、更なる口座振替の利用の促進を図

られたい。 

 

 

年度当初の入所時などにおいて口座

振替の利用についての申込書も配布

し、積極的な呼びかけを行った。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

イ 回収された滞納保育料の消し込み

について 

（子ども家庭局保育課） 

保育料は地方自治法第２３６条第１

項により保育料が滞納してから５年で

時効により債権が消滅する。そのため、

毎月の保育料を滞納しているケース、

すなわち、保育料という毎月の債権が

複数発生しているケースにおいて 1 ヶ

月分の保育料を徴収した場合や保育料

の一部を分割徴収した場合には、発生

年月が古い債権から順次充当し消し込

み処理を行うことが必要である。 

それにもかかわらず、長期滞留の多

くを管理している保育課においては過

年度の債権からではなく一番新しい債

権から消し込みを行っているケースが

見受けられた。理由としては、「滞納者

が納付書での納付する際、送られた納

付書を約束どおりの順番でなく金融機

関で納付するケース」などがあり、そ

の場合には、やむを得ずその月分の保

育料として充当しているとの回答であ

った。 

北九州市は「納付誓約書・分割納付

申請書」を作成し、未済保育料を一覧

表に記入して、保護者から確認印をも

らうこととしている。この「納付誓約

書・分割納付申請書」が漏れなく入手

されていれば、その保育料がいつのも

のか関係なく時効は中断するので、徴 

 

 

 

年度当初の会議において、保育料徴

収事務について各区とともに確認を行

った。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

収した保育料をいつの債権から消し込

んでも何ら実害は無い。しかし、この

「納付誓約書・分割納付申請書」は漏

れなく入手されておらず、入手されて

いない未済保育料については古いもの

から時効が到来するので、納付書とと

もに持ってくるからといって新しい債

権から消し込みを行っていけば、古い

債権の時効が到来してしまう。 

保育課担当者は債権消し込みに関し

て、その重要性を再認識するとともに

各区の保健福祉課に対して通達を出す

等により債権消し込みに関する考え方

を再確認する必要がある。そして、直

接の納入の窓口となる各区の保健福祉

課においても徴収をする際には、古い

債権から順次充当するよう滞納者に対

して積極的に呼び掛けを行うことが求

められる。 

 

 

ウ 「保育料滞納者指導票」の折衝履

歴の承認状況について 

（子ども家庭局保育課） 

「保育料滞納者指導票」は、滞納者

との折衝履歴が記載された重要資料で

あるため、定期的に上級管理者が内容

を閲覧して滞納状況を把握し、今後の

回収方針や計画を策定し、回収担当者

に指示することが必要である。 

しかし、現状では、悪質な滞納者を

除き、上級管理者が「保育料滞納者指

導票」を定期的に閲覧していないとい 

 

 

 

保育課から各区へ滞納整理票を配布

するとともに、年度当初の会議におい

て、保育料徴収事務について各区とと

もに確認を行った。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

うことであった。上級管理者として担

当者が滞納者とどのようなやりとりを

しているかを把握しておくことは当然

の業務であるから、上級管理者が定期

的に閲覧するべきである。上級管理者

のチェックが行われなければ、担当者

の負担となる「保育料滞納者指導票」

は作成されなくなるおそれがあるし、

作成されたとしても、その内容が不十

分かつ不備となり、保育料の徴収が有

効に行われない可能性がある。 

組織的に「保育料滞納者指導票」を

利用するには、まず、その職責を明確

にするために誰が作成、記録したかわ

かるよう担当者名を記録することが必

要である。そして、上級管理者は「保

育料滞納者指導票」の作成漏れの有無

を定期的に確認し、記載内容と担当者

の業務内容を検討するとともに、滞納

状況および今後の回収方針を把握し、

債権を回収するための、組織としての

計画や方針を立て、回収担当者を指導

していかなくてはならない。 

 

 

 

 

エ 不納欠損処理の起案文書の決裁年

月日とその決裁年月日の記載者につ

いて 

（総務市民局文書課） 

北九州市においては、起案文書の処

理日時について、「文書事務の手引き」

で以下のように規定されている。 

・起案年月日…起案文を作成し、伺 

 

 

 

 

民間企業４社の実態を聞き取った結

果、決裁権限者以外の者が起案文書に

おける意思決定の日付を記入している

法人が２社あった。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

いをしようとするときの年月日を

記入する。 

・決裁年月日…事案が決裁され、起

案者に返付されたときの年月日を

記入する。 

・施行年月日…決裁事案を施行した

とき（例えば、文書を発送したと

きや契約書の交換をしたときな

ど。）の年月日を記入する。 

起案年月日や施行年月日が、伺いを

しようとするとき、施行したときであ

るのに対し、決裁年月日は起案者に返

付されたときとなっている。したがっ

て、決裁年月日を記載するのは決裁者

ではなく起案者であり、北九州市文書

管理規則にも起案者は「速やかに決裁

年月日を記載」すべき旨が明記されて

いる。 

しかしながら、民間企業の実態を考

慮すると、起案文書に決裁された年月

日を記載するのは、起案者ではなく、

実際に決裁をした決裁権限者であるべ

きと考える。決裁権限者が決裁したと

きに決裁日を起案文書に記載すれば、

起案文書が「決裁され、起案者に返付

されたとき」の年月日ではなく、事案

が決裁された年月日が決裁されたとき

に記載されることになる。 

起案文書は、内部意思の決定時期、

内部意思を外部に発した日が重要とな

ることもあるので、決裁者が起案文書 

また、社内規定の作成に係る民間企

業向けの書籍においても、意思決定の

日付は総務部長等が記入すると記述さ

れており、民間企業においても決裁権

限者以外の者が意思決定の日付を起案

文書に記入することは一般的であると

考えられる。 

りん議制度においての意思の決定と

は、決裁者の意思決定というよりも組

織としての意思の決定であるため、北

九州市文書管理規則においては、起案

文書が決裁され起案者に返付された日

付を「決裁年月日」としている。 

決裁権限者が意思決定の日付を起案

文書に記入することによって、特別の

事務の改善も見られないと思われる。 

以上から、意見に対する対応はしな

いこととする。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

を決裁したときに、決裁された年月日

を記載することについて検討された

い。 

 

 

（８）資産の管理に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ア 公立直営保育所の物品の照合・検

査の規定の作成について 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市の物品管理要領では「常に

関係帳簿と照合・検査しておくこと。」

と定められているが、公立直営保育所

においては定期的に物品の照合・検査

が行われておらず、公立直営保育所が

所属している区役所（保健福祉課）も

保育課も、照合・検査についての実態

を把握していない状況にあった。 

現状の物品管理要領においては、関

係帳簿と物品との照合・検査をいつ、

誰が実施するのか、その結果をどのよ

うな様式で誰に報告するのか、具体的

な規定がない。結果として、公立直営

保育所においては十分に物品との照

合・検査を実施していないにもかかわ

らず、いずれの部署も、定期的に照合・

検査するように指導していなかった。 

物品管理要領には「常に関係帳簿と

照合・検査しておくこと」と定められ

ているのであるから、関係帳簿と物品

との照合・検査を、いつ、誰が実施す

るのか、具体的な実施方法をどうする 

 

 

 

保育所の物品の管理について、今後

は、物品管理要領に従い、備品台帳と

物品の照合・検査を各区保健福祉課（物

品管理者）が定期的に実施するととも

に、その結果を会計室に報告すること

を徹底した。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

のか、また、その結果をどのような様

式で誰に報告するのかといった事項を

規定として明確に定め、定期的な物品

の照合・検査を実施されたい。 

 

 

イ 公有財産の取得金額の把握につい 

 て 

（子ども家庭局保育課） 

公立直営保育所の公有財産の管理シ

ステムデータから出力した紙ベースの

台帳を閲覧すると、取得価格が記載さ

れているものが、土地については、公

立直営保育所のうち蜷田保育所だけで

あり、他の公立直営保育所は取得価格

に０円との記載がなされていた。 

取得価格の記載は義務付けられてお

らず、規則違反とはならないが、北九

州市は公有財産を管理しなくてはなら

ない義務を負っているのであり、公有

財産を管理するためには取得価格を把

握しておく必要がある。また、取得価

格は企業会計の立場からは基本的な情

報であり、貸借対照表を作成する地方

公共団体が多くなってきていることを

考えると、公有財産を管理する北九州

市にとっては、今後必要な情報となり

うる事項である。今後は、取得価格等

の主要な情報を、公有財産台帳への記

載必須事項とすべきである。 

 

 

 

保育所の公有財産の管理について、

今後は、公有財産管理台帳システムに

土地の取得価格等主要な情報について

も、記載していく様に徹底した。 

 

ウ 北九州市における保育施設の耐震

対策について 

（子ども家庭局保育課） 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

保育所園舎の耐震対策については、

「建築物の耐震改修の促進に関する法

律」において、耐震診断および耐震改

修について努力義務が定められてい

る。北九州市の保育所に対する耐震対

策の現状は、公立直営保育所について

は、耐震診断を実施していない状況で

あり、民間認可保育所については、対

策の対象となる園舎の十分な現状把握

が行われていない状況である。耐震診

断実施率については、全国平均が２５．

９％であるのに対して、北九州市平均

は１．７％、また、耐震化率について

は、全国平均が５１．３％であるのに

対して、北九州市平均は２９．７％と、

耐震化についての取り組みが不十分と

いわざるを得ない。 

北九州市としては、公立直営保育所

については、耐震計画を早急に策定し、

計画に基づく保育所園舎の耐震診断を

もれなく実施し、耐震化対策を採るべ

きである。また、民間認可保育所にお

いては、まず、明確な建築日やいつの

建築基準で建築されたかといった基本

的な情報の把握に努め、さらに、公立

直営保育所と同様に、耐震診断をもれ

なく実施し、耐震化対策を採るように、

指導および助言していく必要がある。 

平成１８年１月には、「建築物の診断

及び耐震改修の促進を図るための基本

的な方針」が国土交通省より告示され、 

公立保育所については、市が定める

予定の耐震改修促進計画も踏まえなが

ら、計画的な耐震対策について検討し

ていかなければならないと考えてい

る。 

また、民間保育所については、建築

日等の基本的状況の把握に努め、必要

に応じて、耐震化対策を採るように指

導及び助言していく。耐震状況の公表

については、「耐震改修法」が所有者

に対し耐震改修の状況の公表を義務付

けていないため、公表は難しい。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

建築物の耐震診断および耐震改修の具

体的な目標数値として、住宅の耐震化

率および特定建築物の耐震化率を平成

２７年度までに少なくとも９０％以上

にすることとしている。 

耐震化率を９０％以上にするという

ことは、全国最低レベルの耐震診断実

施率および耐震化率に甘んじている北

九州市にとって、少なからず、園舎の

建て替え、統廃合または民間への譲渡

等も含め、多くの時間と金銭を費やす

ものである。そもそも、耐震診断が早

期に実施されないと平成２７年度まで

に目標数値を達成するという財政上の

計画を立てること自体が困難であり、

有効かつ効率的な耐震化計画の策定は

難しいといえる。よって、公立直営保

育所の園舎に対する耐震診断の実施

や、民間認可保育所の園舎に対する指

導および助言権や指示権を発揮するた

めの前提となる耐震状況の把握を早急

に実施していく必要がある。また、情

報開示という観点からも、園児を預か

る保育所園舎が耐震基準をクリアして

いるか否かということは、乳幼児をも

つ保護者にとっても関心が高いと思わ

れるので、状況把握を早急に実施して、

市民に公表していく必要があるといえ

る。 

 

 

エ 民営化に伴って無償譲渡された建

物の耐震化計画について 
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（子ども家庭局保育課） 

北九州市が、保育事業の民営化の移

行の一環として、２２施設の保育施設

（建物）の無償移譲を平成１７年度お

よび平成１８年度において、社会福祉

法人北九州市福祉事業団、社会福祉法

人北九州市門司民生事業協会、社会福

祉法人北九州市戸畑民生事業協会、社

会福祉法人北九州市小倉社会事業協

会、社会福祉法人北九州市保育事業協

会の５社会福祉法人に実施している

が、これらの移譲施設は、建築後概ね

２５年以上を経過し老朽化しており、

耐震性に問題があることは、北九州市

も認識しているところである。 

これらの施設は老朽化しているとい

うことで無償で譲渡し、耐震対策につ

いては何ら条件を付けていない。しか

し、耐震化に問題のある保育施設を譲

渡する場合、その施設の公共性を考慮

すれば、移譲先には、移譲条件として、

耐震化工事の計画を義務付けるべきで

あったと考える。 

早急に、北九州市は移譲先である５

社会福祉法人に対し、耐震化工事の計

画を策定させ、提出させるべきと考え

る。 

 

譲渡施設の耐震化対策については、

「新新北九州市保育５か年プラン」に

基づく保育所適正配置の進捗を見極め

ながら、各社会福祉法人と協議する必

要があると考える。 

オ 民間認可保育所に対する土地の貸

付料について 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市所有の土地を民間認可保育 

 

 

 

公立保育所の民営化に関する法人支 
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所に貸し付ける際の貸付料は、北九州

市保育所用地貸付要綱に、月額１０円/

㎡と定められている。 

一方、他の政令指定都市の有償貸付

の事例を見ると、貸付の算定方法に固

定資産税評価見込額や時価等を基準に

しており、土地の経済的な価値に基づ

いた合理的な貸付料となるように、算

定方法を定めている都市もある。これ

に対して、北九州市は月額１０円/㎡と

いう算定方法であり、月額１０円/㎡と

いう金額には具体的な根拠がない。よ

って、北九州市としても、土地の貸付

料をできるだけ経済的な価値を反映さ

せた貸付料とするために、有償貸付を

行っている他の政令指定都市を参考に

して、固定資産税評価額などの合理的

な基準を用いることについても考慮さ

れたい。 

 また、平成１８年度以降の取り扱い

としては、「平成１８年度以降の市有財

産の貸付料等の取扱いについて」（北九

州財財活１４９４号平成１８年３月２

９日）に算定基準が定められているが、

ここでも月額１０円/㎡は例外的な経

過的措置であることが明記されている

ので、原則的な「固定資産税評価額×

３/１００（年額）」に改め、経済的な

価値を加味した原則的な方法で貸し付

けるように努められたい。 

援策として実施しているものであり、

現行の基準を改める予定はない。 

カ 民間認可保育所に対する賃借料（  
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土地）の計算根拠について 

（子ども家庭局保育課） 

敷地面積の確認方法は、一般的には、

登記簿謄本（理論的には、実測面積）

と考えられるが、北九州市においては、

敷地面積の確認方法について明確な基

準がない。現状では、測量図もしくは

登記簿謄本があれば問題なしとしてい

るが、賃貸料算出の基礎資料となるも

のであるから、「原則、登記簿謄本によ

る」との通達等の明確な基準の設定が

必要と考える。 

なお、２５施設のうち、門司保育所

（みどり園、（財）鉄道弘済会）に対す

る土地の賃借については、登記簿謄

本・求積図が一部欠けており、その部

分の敷地面積の確認方法は、従前より

稟議書で行っている。 

 

 

今後の民間認可保育所に対する賃借

料の敷地面積の確認方法については、

貸出す土地の面積と登記簿謄本の面積

が同じ場合には、登記簿謄本により確

認することを徹底した。 

（９）補助金に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ア （民間保育所運営補助金）一般生

活費への補助金について 

（子ども家庭局保育課） 

民間保育所運営補助金には、保育所

入所児童の処遇充実および施設運営の

円滑化を図るため、児童生活用品の購

入、給食費、研修費、事務費の経費の

一部を補助することを目的とした一般

生活費への補助金が設けられており、

定員に対して、一人当たり６，２００ 

 

 

 

補助金を廃止することはできない

が、補助金の必要性や効果については

今後、検証する。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

円が支払われることとなっている。こ

の補助金は、平成１８年度だけで民間

認可保育所（社会福祉法人北九州市福

祉事業団以外）に６５，４１０，００

０円、社会福祉法人北九州市福祉事業

団に１０，３３８，５００円が支給さ

れており、決して少額な補助金ではな

い。 

しかしながら、①その内容が多岐に

わたり、かつ具体的ではないために、

補助金の執行管理が不可能であり、本

当に必要な補助金であるのか、補助金

の対象となる支出に補助金が充当され

ているのか、その補助金によって、保

育所入所児童の処遇充実という目的と

施設運営の円滑化という目的にどの程

度効果があるのか把握することができ

ない。②支出基準は定員一人当たりと

なっているが、その補助対象とする費

用の性格を考慮すれば、実際の保育所

入所児童数や保育士数一人当たりを支

出基準とすべきである。③定員一人当

たりの補助額６，２００円の積算根拠

がない 

など、多くの問題点があり、実質的

に渡し切りの補助金となるおそれがあ

るので、北九州市としては一般生活費

への補助金については、廃止する方向

で検討されたい。 

その上で、当該補助金の補助対象と

なる費用は、いずれも「運営費」収入 

 

 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

に含まれているのであるから、別個に

補助金を支給して補助するのであれ

ば、どの費用がどの程度、「運営費」収

入で賄えないのか明確にした上で、そ

の必要性や、効果が明確となる補助金

を設定するように図られたい。 

 

 

 

 

 

 

イ （民間保育所運営補助金）光熱水

費の補助金について 

（子ども家庭局保育課） 

民間保育所運営補助金には、採暖費

および光熱水費の一部を補助する目的

で、光熱水費への補助金が設けられて

いる。補助金額は定員一人当たり、鉄

筋構造の保育所が３，６００円、木造

構造の保育所が２，５００円で、平成

１８年度の光熱水費への補助金の実績

は、民間認可保育所（社会福祉法人北

九州市福祉事業団以外）が３７，２８

７，０００円、社会福祉法人北九州市

福祉事業団が５，９４２，０００円で

あった。 

光熱水費については、すでに運営費

収入と「保育単価に加える加算額」に

考慮されているが、それでも北九州市

が独自に補助金を支給するのであれ

ば、民間認可保育所があるべき光熱水

費を支出することができない実態を把

握し、その不足額を算定して、妥当な

補助金額を積算する必要がある。 

しかし、現状では北九州市には光熱

水費への補助金について積算根拠がな 

 

 

 

補助金を廃止することはできない。 

なお、運営費に占める光熱水費見合

いの額が国から示されていないため検

証はできない。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

く、当該補助金の必要性と金額の妥当

性について、検討することができなか

った。 

採暖費や光熱水費は、保育所にとっ

て必要な費用ではあるが、多ければ多

いほど保育サービスの充実に繋がると

いうわけではない。節電や節水は社会

的に重要な活動となっており、保育所

においても取り組まなければならない

課題である。 

北九州市としては民間認可保育所に

おける光熱水費の実態を把握し、ある

べき光熱水費を民間認可保育所が支出

するには、運営費収入および「保育単

価に加える加算額」のみではどの程度

不足しているのか算定し、必要な補助

金額を積算されたい。その結果、必要

性が説明できない場合には、光熱水費

への補助金を廃止することについても

検討されたい。 

 

 

ウ 補助金の積算根拠について 

（子ども家庭局保育課） 

補助金には目的が設定されており、

目的とする支出以外に転用されたり、

利用されずに団体の利益となることを

防ぐためには、補助金額を適切に積算

する必要がある。補助金を創設する時

はもちろん、補助金対象となる費用に

は市場の動向や社会情勢の変化により

その支出額が増減するものもあるの

で、そのような補助金については創設 

 

 

今後、補助金の額の妥当性を確認す

る。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

した後であっても定期的に積算する必

要がある。 

また、補助金の積算がなければ、執

行管理をする際に、補助金を受けた民

間認可保育所がどのような費用を実績

として集計すべきか明確な指針となる

べきものがないし、その執行管理をす

る北九州市としても、その集計された

実績が妥当な金額であるのかチェック

することができない。 

北九州市の民間保育所運営補助金に

ついては、一般生活費への補助金や、

光熱水費への補助金、建物維持管理費

への補助金、園舎修繕費への補助金、

バス借上料の補助金、職員研修旅費へ

の補助金など、具体的な積算根拠のな

い補助金が散見された。 

市民の税金から補助金を支給する以

上、その金額の妥当性を検討するため

に積算根拠が必要となるのは当然であ

る。積算根拠のない補助金については、

その補助金額が妥当であると判断する

ことができなかったので、北九州市と

しては定期的に補助金額の積算を実施

し、補助金額の妥当性を確かめるとと

もに、金額を変更すべきものについて

は変更されたい。 

 

 

 

 

エ 地域子育て支援センター事業補助

金について 

（子ども家庭局保育課） 

地域子育て支援センター事業補助金 

 

 

 

①事業計画書については、様式その 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

を受給しようとする指定施設は、各年

度において、北九州市に対して事前の

計画書と実績報告書の提出が求められ

ている。しかしながら、計画書や実績

報告書の内容が具体的に義務付けられ

ておらず、各活動の利用実績数が不明

なもの、一般に公開されているスペー

スの概要が不明なものなど、内容に具

体性の欠けるものが見受けられた。計

画書や実績報告書の内容が、指定施設

によってまちまちで不明瞭な点がある

のでは、補助金を支給するために当然

実施すべき計画書や実績報告書のチェ

ックが十分に行われたと判断すること

はできない。また、具体的な数値を記

載していない報告書では、北九州市は

市民の利用実績など地域子育て支援セ

ンター事業の実績を十分に把握できて

いないといわざるを得ない。 

地域子育て支援センター事業補助金

については、施設に対して一律定額に

支給されるので、その施設が市民に利

用されなければ意義が損なわれてしま

う。利用実績の少ない施設があれば、

もっと市民に利用してもらえるよう

に、指導または施策を行っていくべき

であるが、利用実績が把握できていな

いので、指導または施策を行おうにも、

十分にできない状況にある。 

今後、北九州市としては第１に、事

業の計画書および実績報告書について 

ものは変更せず、記入要領を周知

することで計画内容の具体性があ

る程度統一されるようにした。事

業報告書については、利用実績の

記入欄を設けるなど、様式を変更

した。 

②利用実績の少ない施設に対して

は、必要に応じて、利用実績を向

上させるよう、広報や魅力ある事

業の実施等における努力を促すと

ともに、市としても市民に対しセ

ンターの存在を積極的にアピール

するよう努力する。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

、より具体的で詳細な記載内容を義務

付け、地域子育て支援センター事業の

事業別の利用数や活動実績を漏れなく

把握すべきである。第２に、この報告

に基づき、市民の利用実績の少ない施

設を把握し、施設の利用実績の向上を

促す指導または施策を行っていくべき

である。 

 

 

（１０）保育事業の運営費支出に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ア 公立直営保育所と民間認可保育所

の賄い材料費の比較 

（子ども家庭局保育課） 

賄い材料費は、北九州市の公立直営

保育所においては、北九州市が定めた

指定業者の中より、各保育所が任意に

納入業者を選択できる仕組になってい

る。民間認可保育所においては、北九

州市が定めた指定業者に限られず任意

に納入業者を選択できる。 

公立直営保育所と民間認可保育所を

比較すると、年間の３歳未満児童数の

一人当たりの賄い材料費は６，４４２

円、年間の３歳以上児童数の一人当た

りの賄い材料費は４，５９５円、公立

直営保育所が割高になっていることが

わかる。年間の金額で言えば、１３，

５４３，８８８円、民間認可保育所よ

り割高になっている。 

給食内容の充実は保育所入所児童の 

 

 

 

今後、賄い材料費について民間保育

所との差を分析し、是正の必要があれ

ば、単価等を見直す必要があると考え

ている。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

健康や満足に繋がるため、安ければ安

いほどいいとは言えないが、単価の差

の原因を分析し、価格・内容共に、充

実したものになるように努めていく必

要がある。 

 

 

 

 

 

イ 基準金額の活用の見直し 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市では、賄い材料費について、

基準金額と実際の支出金額を比べて過

不足金額を算定している。基準金額と

は、３歳未満児一人当たり１ヶ月額が

７，０８０円、３歳以上児一人当たり

１ヶ月額が５，０５０円で、この基準

金額の根拠は民間認可保育所に対する

補助基準額と同額である。３歳未満児

と３歳以上児の金額の違いは、３歳未

満児は「主食（ご飯、パン等）」と「副

食」を３歳以上児は「副食」を提供し

ていることによる。 

北九州市としては、「毎月の入所児童

数を目安に、執行額の基準を示し、本

基準額と比較することにより、適正に

「賄い材料費」を執行するために実施

している。」とのことであったが、結果

的に十分にデータを活用していなかっ

た。 

北九州市では、保育所入所児童たち

の健康や成長を考慮し、食事摂取基準

に見合うように保育所連盟給食献立検

討委員会によって検討された、統一し

た給食献立表を使用しているから、基 

 

 

今後は、定期的に基準金額と支出金

額の差を分析する様にした。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

準金額よりも著しく多く支出したり少

なく支出したりすることはないはずで

ある。しかし、分析した結果、賄い材

料費を基準額と比較して年間７３６，

２４６円（基準額より１０％増）も多

く支出している保育所があり、一方で、

年間８９８，８８９円（基準額より１

１．６％減）も少なく支出している保

育所があった。 

基準金額と支出金額に著しい差額が

ある保育所については、北九州市とし

て更なる調査が必要であったと思われ

る。なぜなら、給食献立表は統一され

ているのであるから、基準額よりも賄

い材料費が多ければ、必要以上の食材

を使用し、過剰なカロリーを保育所入

所児童に賄っているか、不必要に高額

の食材を購入している可能性があり、

一方で、基準額よりも賄い材料費が少

なければ、使用する食材の量が少なく、

保育所入所児童に必要として計算され

たカロリーが実際には少なく賄われて

いる可能性があるし、もしくは、何ら

かの努力により、食材を安く購入でき

ている可能性もあるからである。 

北九州市としては、基準額と実際の

支出金額との比較を、ルールとして義

務付け、基準額と著しい差額がある場

合には、その原因を調査することによ

って、保育所入所児童の食育に関する

指導に活用されたい。 
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ウ 賄い材料（牛乳・米など）の一括

購入について 

（子ども家庭局保育課） 

賄い材料の購入において、公立直営

保育所は、保育所ごとに北九州市が定

めた指定業者から自由に納入業者を選

定し、購入している。児童のために、

材料の価格・質共に満足する業者を選

定するのは、事実上、保育所に委ねら

れている。 

そこで、牛乳や米などの毎日購入す

る食材について、購入単価と総務省統

計局が発表する北九州市の小売物価と

を比較したところ、いずれも指定業者

からの購入単価が著しく高かった。ま

た、牛乳については購入している牛乳

の品質は同じであるが、単価はいずれ

の業者もほぼ同一であり、米について

は、保育所によってコシヒカリを購入

しているところやうるち米を購入して

いるところなどまちまちであるなど、

競争原理が十分に働いていない状況で

あった。 

牛乳や米など、毎日もしくは定期的

に購入する食材については、その購入

単価に競争原理を導入するために、競

争入札を行い、一括購入業者を選定し

て、その業者から購入するようにされ

たい。 

このような食材は一括して購入する

量をそろえることも容易であり、取り 

 

 

 

発注方法や納入方法が、保育所運営

に支障がないかを検討しながら、一括

購入が可能かを検討していく。 
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扱うことができる業者も多いと思われ

るので、業者選定の際にも複数の業者

による競争入札が期待できる。その結

果、安価で良質な食材の購入も可能と

なる。また、どこでもいつでも見かけ

る食材なので、市場調査も容易である

から、価格のチェックも簡単にできる。

そしてこのような食材は、他の食材よ

りも大量に購入するので、一括購入す

れば、大きく購入価格を下げる効果も

期待できる。また、すべての保育所を

配送の対象とするので、配送料の削減

も可能である。 

ほとんど毎日購入する食材について

は、競争入札による競争原理の導入に

より、現在の購入金額よりも安く、せ

めて総務省統計局が発表している小売

価格と同じくらいの金額で購入できれ

ば、多額の経済的効果が期待できる。 

それ以外の食材についても、購入の

頻度によっては、購入するのが一業者

のみでは量をそろえることが困難なこ

となどのデメリットがあることも考慮

しながら、可能なものについては競争

入札を導入し、購入単価に競争原理を

導入すべきである。 

 

 

エ 牛乳の購入単価がほとんどの保育

所で同じ金額であることについて 

（子ども家庭局保育課） 

 牛乳については、ほとんどの保育所

で１，０００cc の単価が２３０円、５ 

 

 

 

牛乳の発注について、競争原理が働

く様に一括購入を含めて検討を行うこ 
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００cc の単価が１２０円であった。通

常、牛乳であっても、国や同業者協会

によって購入しなければならない単価

が決まっているわけではなく、当然な

がら自由競争により購入単価が決定さ

れる。北九州市の場合、競争入札で購

入単価を決定しているわけではない

が、指定業者を保育所が選定し、各保

育所は、どの業者からでも自由に購入

することができるので、自然と安い業

者に注文が集まり、結果として緩やか

ながら競争原理が働くはずである。し

かしながら、今回の調査の結果、ほぼ

すべての業者から同じ金額で購入して

おり、単価について競争原理が十分に

働いていない状況であった。 

また、保育所の購入価格に比べて、

総務省統計局が発表している小売価格

は、１，０００cc 牛乳で１８７円（総

務省統計局小売物価統計調査「第 1 表

調査品目の月別価格および年平均価

格」の北九州市における平成１８年度

平均価格）であり、北九州市の保育所

では１．２倍以上高い価格で購入して

いる。 

業者が異なるにもかかわらず、ほと

んどすべての業者から同じ単価で牛乳

を購入し、しかも、その単価が小売価

格よりも高いのは問題である。早急に

競争入札によって一括購入業者を選定

するなどして、購入価格に競争原理を 

ととした。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

導入し、公正な取引が行われるように

すべきである。 

 

 

オ 公立直営保育所でのペーパータオ

ルの使用について 

（子ども家庭局保育課） 

北九州市は、トイレ後の手洗い後の

ペーパータオルの使用は、個人専用の

タオルを置くスペースの無い保育所に

ついてのみ行われているということで

あるが、保育課においては、各保育所

について、「個人専用のタオル」、「ペー

パータオル」か、あるいは併用してい

るのかについては、現状、把握してい

ないとのことであった。  

しかしながら、定員１人当たり延床

面積を保育所ごとにみると個人専用の

タオルを置くスペースがあると考えら

れる保育所が、必ずしも「個人専用の

タオル」の方式を採用しているとはい

い難い。北九州市においては、各保育

所について、「個人専用のタオル」方式

か、「ペーパータオル」方式か、あるい

は、「併用」方式か、を把握し、原則的

に、個人専用のタオルを置くスペース

のある保育所には、ペーパータオルを

使用しないことを徹底させるべきと考

える。 

 

 

 

個人専用のタオルスペースのある保

育所の調査を行い、スペースのある保

育所については、原則ペーパータオル

を使わず、個人専用のタオルを使う様

に徹底した。 

カ ペーパータオルの購入単価につい 

 て 

（子ども家庭局保育課） 

公立直営保育所は、全て有資格業者 

 

 

 

平成２０年度より、ペーパータオル 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

名簿に記載されている業者より、ペー

パータオルを購入しているが、種類に

ついては、特定されていないためペー

パータオルタクティ（５，０００円）・

エルベールタオル(４，５００円)・タ

オルペーパーエコクリーン（６，００

０円）の３製品が購入されている。 

３製品の材質、使用方法による大き

な違いは特段ないと考えるが、購入単

価には４，５００円から６，０００円

と相違が見られた。 

このペーパータオルの支出は、事業

費の些細な支出項目の一つに過ぎない

ことは十分承知しているが、些細な支

出項目とはいえども事業費の一部を構

成するものであるから、各公立直営保

育所については、ペーパータオルを始

めとする支出項目について、購入価格

には十分なる注意を払い、事業費の効

率性に目を向けるべきと考える。 

・紙コップ・手洗い用殺菌石鹸・消毒

液・洗剤（食器洗浄機用）について、

単価契約とするとともに、使用品目の

統一化を行った。 

キ ペーパータオルの購入方法につい 

 て 

（子ども家庭局保育課） 

現在、ペーパータオルの購入につい

て、各保育所独自で有資格業者名簿に

記載されている業者から、購入した結

果、購入価格について、ばらつきが生

じているが、北九州市全体で、競争入

札により業者を選定しペーパータオル

の価格を統一すべきと考える。 

なお、ペーパータオルの価格を統一 

 

 

 

平成２０年度より、ペーパータオ

ル・紙コップ・手洗い用殺菌石鹸・消

毒液・洗剤（食器洗浄機用）について、

単価契約とするとともに、使用品目の

統一化を行った。 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

すべきという考え方は、ペーパータオ

ルに限ったことではなく、公立直営保

育所が日常使用する物品のうち、使用

頻度が多いもの全てにいえることであ

る。 

北九州市は、同一品目の価格を統一

させることは可能であり、ロットをま

とめることにより、年間を通して価格

を低くできることが見込まれるという

メリットがあるが、 

・ その品目については、他の業者か

ら購入することができないため、

緊急時に対応できない可能性が

ある。 

・ 決定すれば、その後の競争原理が

働かないため、価格が高止まりす

る可能性がある。 

というデメリットがあると思われる

ため、今後検討したい。とのことであ

ったが、日常使用する物品や緊急時の

対応が少ないものについては、年間契

約であれば、価格の高止まりの影響も

少ないと考えられるので、ペーパータ

オルに限らず、公立直営保育所が日常

使用する物品のうち、使用頻度が多い

ものについては、競争入札により公立

直営保育所の購入価格を統一すべきと

考える。 

 

 

 

 

 

ク 有資格業者名簿に掲載されている

量販店からの直接購入について 

（子ども家庭局保育課） 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

（台所用）タオルペーパーの購入の

調査において、僅かであるが、平成１

８年度量販店からの直接購入の実績が

４保育所１０件あった。この量販店は、

有資格業者名簿に掲載され、公立直営

保育所が量販店で直接購入した場合で

も、後日、量販店からの請求書に基づ

き、北九州市が支払うことになってい

る。 

量販店での購入価格は、通常の業者

よりも安価であるが、量販店での直接

購入ということで、現状、公立直営保

育所の利用はごく少数に限られてい

る。 

量販店と日常、公立直営保育所が購

入している業者との購入価格の差は歴

然であるが、量販店での直接購入は保

育所での勤務時間内の行為ということ

で、ごく一部の利用者に限られている

ことを考え併せると、北九州市として、

量販店の直接購入に関し、コストの面

から利用を促進するのか、直接利用を

緊急時を除いて中止するのか、北九州

市の画一的な方針を明確にすべきと考

える。 

今回の監査を受け、緊急の場合を除

いて、量販店からの購入を禁止する様

に徹底した。 

（１１）その他に関する意見 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

ア 日本スポーツ振興センター災害共

済保険料の領収書の管理状況につい

て 

 

 



  

 

監 査 の 結 果（意見） 措 置 状 況 

 （子ども家庭局保育課） 

保育所入所児童は保育所での怪我等

に備えて任意に日本スポーツ振興セン

ター災害共済に加入することになる

が、保育所が保険料の徴収窓口となる。

そのため、保険料を受領した際には、

保育料と同様に保育所にて領収書を発

行することになる。 

現場調査としてある保育所にて領収

書綴りを閲覧したところ、未発行の領

収書にすでに保育所の印鑑が押印され

ている状況の保育所があった。領収書

に予め押印がされていると、不正に領

収書が発行されるおそれがある。印鑑

自体は不正に使用されないよう金庫に

保管し鍵のかかる場所で管理していた

が、押印自体を予めしているのでは、

印鑑を厳重に保管していても意味がな

い。 

領収書と印鑑の管理は別々の者が行

い、現金受領の都度、印鑑の管理者（所

長）が領収書に押印することが不正防

止のための原則である。 

 

今回の監査を受け、受領印の管理は

所長、領収書の管理は他の職員が行う

こととし、領収のつど領収書に押印す

るようにした。 

 

 

 

 

 

 

 


